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①パパママ教室・健診など母子保健事

業での情報提供

母子保健事業

育児支援事業

子育てに対する不安を軽減するため、パパママ

教室や乳幼児健診にて子育ての情報を提供す

るほか、個別相談に応じ、安心して子育てできる

よう支援しています。

継続 保健医療課

子育て力の向上及び、子育ての不安が解消できるように、パパママ教室や乳幼児健診・子育

て相談・離乳食教室・1歳すくすく教室・にこにこ親子教室等を実施し、子どもの発達や発育に

ついて知識の提供と子どもへの関わりなど、健康教育や相談を実施します。

パパママ教室や乳幼児健診・子育て相談・離乳食教室・1歳すくすく教室・にこにこ親子教室の

参加を増やします。

妊娠届出時から、子育て制度や子育てひろ

ば等の紹介を行い参加への動機づけを行っ

ています。各種教室では、子どもとの遊び

方、調理の仕方、歯磨きの方法等実践を交

えて指導を行い、子育ての具体的な方法を

得る機会としています。そのため、昨年度の

アンケート結果では参加者の満足度も高

かったです。また、乳幼児健診、子育て相談

では個別性に応じた指導も行っています。

6月末の参加者数は、パパママ教室妊婦12

人パパ6人、乳幼児健診243人、子育て相談

158人、離乳食教室25人、１歳すくすく教室

15人、にこにこ親子教室123人です。

Ｂ

妊娠期から、子育て制度や子育てひろば等

の紹介を行いました。各種教室では、子ども

との遊び方、調理の仕方、歯磨きの方法等

実践を交えて指導を行い、子育ての具体的

な方法を得る機会としました。そのため、ア

ンケート結果では参加者から高い満足度を

得ました。また、乳幼児健診、子育て相談で

は個別性に応じた指導も行いました。

②父親の育児参加の推進

（子育て支援課）

子育てすこやかセンター管理運

営事業

父親の育児参加の意識を高め、子どもとの関わ

り方を学ぶため、父親対象の育児教室や家庭

教育学級等の事業を実施します。子育てすこや

かセンター事業としては「パパ講座」を年に２回

実施しています。家庭教育学級支援事業として

は、家庭の教育力を高めるために、幼稚園、小・

中学校やＰＴＡなどと連携を図りながら、各種事

業を実施しています。

継続

社会教育課

子育て支援課

（社会教育課）

家庭教育の支援につながる事業は継続的に実施していますが、父親を対象とした事業につい

ては実施していません。

(子育て支援課)

子育てすこやかセンターで「子育て講座」を月一回開催、内2回を日曜日に開催し、特に父親

の参加を促す内容を企画します。

（社会教育課）

家庭教育の支援につながる事業は継続的

に実施していますが、父親を対象とした事業

については実施していません。ＰＴＡ会員を

対象とした家庭教育学級を実施していま

す。

（子育て支援課）

6月、第1回目の日曜講座（3B体操）を開催

し、 10組（うち父親参加10 組）の参加があ

りました。次回の日曜講座は、2月を予定し

ています。

Ｂ

Ｂ

（社会教育課）

家庭教育の支援につながる事業は継続的

に実施していますが、父親を対象とした事業

については実施していません。なお、ＰＴＡ

会員を対象とした家庭教育学級を平成29年

度は7校15講座実施しました。

（子育て支援課）

6月と2月に日曜講座を開催し、計38組（うち

父親参加のべ38組）の参加がありました。

26年度　のべ11組（うち父参加11組）

27年度　のべ21組（うち父参加19組）

28年度　のべ27組（うち父参加24組）

29年度　のべ38組（うち父参加38組）

③育児支援に係る講座等の実施

（子育て支援課）

にこにこ育児推進事業

（社会福祉課）

発達支援センター管理運営事

業・ほめ方ワーク事業

子どもとの関わり方、子育ての仕方に不安を抱

く親への支援として、講座等を開催します。例え

ば就学前や発達支援が必要な子の親を対象に

ペアレントトレーニングを実施します。子どもの

泣きへの理解と対処の方法についてや正しい

抱っこの仕方などの手法を学ぶ機会や、子ども

とのふれあいの大切さも感じてもらう親子のコ

ミュニケーションの機会等を提供します。

新規

社会福祉課

子育て支援課

(子育て支援課)

ペアレントトレーニングの手法を用い、ほめ方教室を開講します。特に幼児の保護者を対象に

2クラス開講します。家庭での振り返りの機会を設けたり、ロールプレーを取り入れます。講師

は府のペアレントトレーニング養成講座を受講しています。園部会場で2クラス、各4回講座の

日程で行います。

30年度は継続的な支援を図るため、前年度参加者に向けた事業を計画し、実施します。

（社会福祉課）

発達支援相談を受けている保護者に、ペレントトレーニングの手法を用い、のびのび教室を2

クールとフォロー会を開講します。参加前後のアンケートにより、振り返りも行っています。

子どもとの関わりに不安ややりにくさを抱えて悩んでいる保護者が、具体的な対処方法を学び

実践できることを目的に実施します。

（子育て支援課）

今年度は、9月～10月に講座を開講予定で

す。参加しやすいよう、希望者には託児を行

う予定です。

（社会福祉課）

のびのび教室の1クール目を開催し、参加

者は5名（30.6末時点）です。開催日に出席

出来ない保護者に対して、個別対応も行

い、参加しやすい体制を整備しています。

秋から2クール目とフォロー会を開講予定で

す。

Ｂ

A

（子育て支援課）

今年度は、9月～10月に事業を実施し、8名

が受講しました。

（社会福祉課）

のびのび教室は、保護者の参加状況にあ

わせ、集団と個別対応を行いました。計6名

参加。

過去参加者のフォロー会も実施し、参加者

から今後も参加したい意向があることを確

認しました。今後参加前後のアンケートを集

計し、次年度にむけて検討を行います。

④子育て広場事業の充実

子育てすこやかセンター管理運

営事業

就園前の乳幼児の親子を対象として、ボラン

ティアによる絵本の読み聞かせや遊びの紹介な

どを通じ、豊かな情操を育てます。また、育児相

談、体重測定、交流、保護者の学びの機会とし

て講座を開催し、講師にはその分野に応じ、ボ

ランティアや保健師、栄養士、助産師を迎え、育

児についての不安軽減、解消を図ります。

継続 子育て支援課

子育てすこやかセンターでは、読書ボランティアによる「お話会」や保健師、栄養士を講師に

「子育て講座」「子育て広場0歳～」等の講座を定期的に開催します。

お話会・子育て講座・子育て広場0歳～共にそれぞれ月1回実施していきます。

計画通り事業の実施ができています。参加

者は、6月時点で昨年度より増加傾向です。

お話会、子育て講座、子育て広場0歳～の

参加者数合計

27年度　のべ149組　315人

28年度　のべ182組　388人

29年度　のべ170組　380人

30年度　のべ185組　390人

（各年度6月時点での集計）

Ｂ

計画通りの講座実施ができました。参加者

数は昨年度より増加しています。

お話会、子育て講座、子育て広場0歳～の

参加者数合計

26年度　のべ438組　　963人

27年度　のべ614組　1,307人

28年度　のべ629組　1,351人

29年度　のべ757組　1,625人

⑤親子のふれあい活動の充実 日吉町郷土資料館体験講座

親子料理教室等の体験活動への参加を促進

し、小学生親子のふれあい活動を推進します。

今後は、市内全域での公募を行うとともに、周

知・募集方法を検討します。

継続 社会教育課

日吉町郷土資料館体験講座として、毎年11月に郷土の伝承料理体験講座と3月に「白みそづ

くり」体験講座を実施します。

継続的に毎年実施していく計画となっています。

 毎年継続している事業であり、新たなニー

ズなどを活動を通しながら進めていく必要も

あると感じています。

Ｂ

毎年恒例の行事となっており、参加者も固

定化している傾向にあります。親子で学べる

内容など、新たな層への体験活動として工

夫を図っていく必要があります。

①時間外保育事業（延長保育事業）

早朝と夕方の延長保育を実施しています。今後

も継続して実施することとし、保護者の働き方や

利用状況を踏まえて対応していきます。

継続 子育て支援課

保育標準時間（8時～19時）：7時30分～8時

保育短時間（8時30分～16時30分）：　7時30分～8時30分　16時30分～19時

*公立保育所9か所のうち1か所（興風保育所）は現在保育の実施をしていません。

平成29年度はこれまでと同様に1回200円の利用料で継続しています。

　残業等の理由で、認定された保育必要量

を超えて延長保育を利用される方が年々増

加傾向にあります。

　利用人数（※8保育所合計）

　　4月　89人（のべ649回利用）

　　5月　84人（のべ778回利用）

Ａ

平成28年度は月平均72人の利用に対し、

平成29年度は月平均82人となり、利用者は

増加しています。

②放課後児童健全育成事業（放課後

児童クラブ）

放課後児童健全育成事業負担

金

市内7ヶ所（園部2、日吉2、八木2、美山1）で放

課後児童クラブを開設し、家庭に代わる生活の

場を確保し、該当児童の健全な育成を図ってい

ます。低学年の利用希望に対する提供体制の

拡充と、高学年の利用希望に対する体制確保

等の環境整備をめざし、既存施設の利活用や

改修・改築、学校との連携・調整などにより、実

施体制の強化を図ります。

拡充 社会教育課

平成31年度を目途に年間を通じて小学6年生の児童を対象とすることを目指し、段階的にそ

の拡大を図っていく方針としています。

平成29年度からは従来の小学1～4年生に加え、小学5年生の児童を事業対象としています。

平成30年度からは6年生を受け入れる予定です。

認定支援員研修を計画的に受講していきます。

平成27年度より5年間で全ての支援員が受講できるようにします。

今年度から6年生まで受け入れし、開設して

います。（放課後児童クラブ6年生申し込み

数　12人）

認定支援員研修は、5年間ですべての支援

員が受講できるよう計画的に進めていま

す。

Ｂ

認定支援員研修への積極的な参加及び継

続的な支援員研修により、資質の向上が図

れました。平成30年度から対象学年の拡大

による、支援員の増員などの勤務体系、設

備の充実などの環境整備が課題となってい

ます。
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資料 1-2

③子育て短期支援事業（ショートステ

イ、トワイライトステイ）

地域子育て支援事業

（子育て短期支援事業）

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境

上の理由により児童の養育が困難になった場

合に、児童養護施設において養育・保護を行う

事業で、南丹市ではショートステイ、トワイライト

ステイを児童養護施設青葉学園（亀岡市）に委

託して実施しています。

継続 子育て支援課

保護者の求めに応じて、また要保護児童対策地域協議会ケースの児童に対して必要に応じ

行う事業です。ショートステイについては、おおむね7日以内の期間入所により、養育を行いま

す。トワイライトステイについては、おおむね6か月以内の期間、施設に通所により、生活の安

定等を図ります。

養育困難家庭に対し、児童の安心安全を確保する上で、児童相談所による一時保護に代わ

る役割もあります。今後も必要な支援が適切に行えるよう、施設と連携していきます。

現在利用はありませんが、必要に応じて適

切に実施し、要支援家庭を支援していきま

す。

Ｂ

現在、利用はありませんが、必要に応じて、

適切に実施し要支援家庭を支援していきま

す。

④地域子育て支援拠点事業

子育てすこやかセンター管理運

営事業

市内には直営・民間委託方式で２か所の拠点を

確保し、加えて、地区に出張しての開催をはじ

め、気軽に集まれる場の提供を進めています。

継続 子育て支援課

拠点直営として、子育てすこやかセンター（園部町小桜町）を開設しています。

拠点委託として、ＮＰＯ法人グローアップが運営し、ぽこぽこくらぶ（八木町）を開設していま

す。日吉、美山・園部で出張ひろばとして実施しています。

園部の子育てすこやかセンターと八木のぽこぽこくらぶの２箇所の拠点は維持し、日吉・美

山・園部はニーズに応じて出張対応するなど、市域全体での居場所提供に努めます。

計画通り事業の実施ができています。ぽこ

ぽこくらぶ八木ひろばは平成30年度から周5

日開設しており、子育てすこやかセンターと

ぽこぽこくらぶ八木は週5日（月～金曜日）、

日吉週1日（火）、美山は週1日（木）、園部

は週1日（木）に開催しています。

Ａ

計画通り事業の実施ができました。子育て

すこやかセンターは週5日（月～金曜日）、

ぽこぽこくらぶ八木は週4日（月・火・水・金

曜日）、日吉は週1日（火）、美山は週1日

（木）、園部は週1日（木）に開催し、親子の

居場所を提供できました。

⑤一時預かり事業

これまで、保育所では一時保育を実施してきま

した。平成27年度から、急な用事や短期のパー

トタイム就労など、子育て家庭の様々なニーズ

に合わせて、一時預かり事業として実施します。

継続 子育て支援課

公立保育所では、園部保育所、城南保育所、八木中央保育所、日吉中央保育所、みやま保

育所、知井保育所で緊急的な預かりを実施しています。加えて八木中央保育所では週3日を

限度とした預かりを実施しています。

・八木中央保育所

　4月5人利用／　5月6人利用

　全て週3日以内の就労が利用理由で、毎

週利用。

・日吉中央保育所

　4月1人利用

　緊急的な預かりで1回のみの利用。

Ｂ

平成29年度の緊急的な預かりの利用者は5

人、就労等による週3日以内の預かり利用

者は15人となっており、ひと月約9人が利用

しています。

⑥病児・病後児保育事業

これまで未実施ですが、共働き世帯が増え、近く

に親等の支援者がいない子育て世帯も増えて

いるため、事業の実施をめざします。

継続 子育て支援課

病院や保育所に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育を実施する

事業です。①病児対応型・病後児対応型②体調不良児対応型③非施設型（訪問型）の3つの

類型があります。

平成28年度に、熱を出したり病気にかかり保育所を休んだ子の数や日数、また保護者に迎え

を要請した子の数、日数等、実績、実態の把握に努めます。医師会に相談し、意見を求めな

がら方策を検討します。

単独の自治体で病児・病後児保育を実施す

ることが困難である実情を踏まえ、今年度、

京都府が広域での利用方法についての検

討を行う為、協議会を設置され、本市は、検

討会委員として参加する予定です。

Ｃ

病児・病後児保育の実施に向け、医師の確

保について、11月15日に開催された京都府

との意見交換会において、要望を行いまし

た。今後も、様々な機会に要望を行います。

⑦ファミリー・サポート・センター事業 ファミリー・サポート事業

子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と子育

ての援助を行いたい人（提供会員）が会員とな

り、地域の中で、子育てを助け合う相互援助活

動です。今後も事業の周知を図っていきます。

継続 子育て支援課

平成29年度より子育てすこやかセンターを窓口として南丹市直営で実施しています。依頼会

員（おねがい会員）の説明・登録は随時行います。提供会員（まかせて会員）の講習会を実施

します。提供会員（まかせて会員）のレベルアップ講習、事業周知を兼ね会員の交流会も実施

します。

まかせて会員講習会を年2回実施します。レベルアップ講習会・会員交流会についても各年1

回以上実施します。

依頼会員（おねがい会員）の説明・登録を随

時行っています。また、子育てつどいの広場

で依頼会員（おねがい会員）の説明会を年2

回開催します。

・平成30年度会員数

依頼会員　177人

提供会員　121人

両会員　18人　（平成30年5月末時点）

・活動件数　延べ40件　（平成30年5月末時

点）

Ｂ

依頼会員（おねがい会員）の説明・登録を随

時行いました。

平成29年度会員数

依頼会員　176人

提供会員　121人

両会員　18人

⑧乳児家庭全戸訪問事業 母子保健事業

生後4か月までの全ての乳児及び母親を対象

に、保健師や栄養士が訪問し、身体計測、発

育・発達状況の確認や育児相談、予防接種など

市の保健事業を紹介しています。また、「おかあ

さんの健康アンケート」を実施し、母親の産後の

不安、育児ストレスに対する支援も行っていま

す。

継続 保健医療課

妊娠届時に出生時のはがき通知、乳児訪問の説明をしています。出生届の確認により、各担

当地区保健師より、訪問の予約、訪問を行っています。

母子の健康状態の確認、相談とともに予防接種や制度説明を行っています。必要なケースに

ついては継続訪問、栄養士との同伴などで対応しています。

全数訪問(新生児訪問含めて）を行います。前期健診までに訪問しているがなるべく早期訪問

します。里帰りや入院中、訪問の拒否等で未訪問者については、電話等で母子の状況を把握

し、不安、育児ストレスに対する支援等を行います。

出生届情報をもとに、保健師が電話をか

け、訪問し、母子の健康状態を把握し、個別

対応を行っています。訪問することで育児不

安が解消され、訪問しても不安が高い方は

乳児前期健診までに再訪問も行っていま

す。

訪問家庭数 38  戸（平成30年6月末時点）

要経過観察対象者には、子育て相談や再

訪問等実施して健康や育児の支援を行って

います。

Ｂ

出生届情報をもとに、保健師が電話をか

け、訪問し、母子の健康状態を把握し、個別

対応を行いました。訪問することで育児不安

が解消され、訪問しても不安が高い方は乳

児前期健診までに再訪問も行いました。ま

た、ハイリスク家庭については他課・里帰り

先などとも連携しながら、継続支援に努めま

した。

（平成29年度）

訪問家庭数　164戸

⑨妊婦健康診査 妊婦健康診査事業

妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を図るた

め、妊婦健康診査の公費負担制度として、基本

健診14回分、血液検査、超音波検査等の「妊婦

健康診査公費負担受診券」を発行しています。

京都府内の委託医療機関及び助産所に提出し

て、利用することができます。また、京都府外で

の受診には、償還払いで対応しています。

継続 保健医療課

安心して子どもを産み育てられるように、妊娠中の妊婦健康診査について14回分の基本健診

と、14項目の追加検査の妊婦健康診査公費負担受診券を配布、妊婦の歯科健診の助成を行

うことで、妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を図ります。

妊婦歯科健診については、平成27年度より新規事業として実施しました。

京都府外での受診には、償還払いで対応します。

すべての妊婦が、適切な時期に妊婦健診を受診し、安心して出産が迎えられることを目標とし

ます。

昨年度から開始した妊婦歯科健診の受診率を向上させます。

多くの妊婦が妊娠11週までに届け出をし、

妊婦健診受診券を活用しています。

妊娠届出時に、妊婦歯科健診の案内と受診

勧奨を行うとともに、未受診者へのはがきに

よる受診勧奨を行っていきます。

妊娠届出数　43人（平成30年6月末時点）

妊婦健診受診延人数　347人（平成30年5月

末時点）

妊婦歯科健診受診人数　11人（平成30年6

月末時点）

Ｂ

多くの妊婦が妊娠11週までに届け出をし、

妊婦健診受診券を活用しています。

妊娠届出時に、妊婦歯科健診の案内と受診

勧奨を行うとともに、未受診者へのはがきに

よる受診勧奨を行っていきます。

（平成29年度）

妊娠届出数　191人

妊婦健診受診券発行　212人

妊婦健診受診延人数　2,187人

妊婦歯科健診受診人数　75人
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資料 1-2

⑩養育支援訪問事業

母子保健事業

地域子育て支援事業

妊産婦期から義務教育修了までの子育て期に

ある家庭で、支援を必要とする家庭に子育てサ

ポーターを派遣し、養育機能の充実を図る育

児・家事援助（子育てサポート派遣事業）と、保

健師、助産師、看護師、保育士等の訪問による

専門的相談により、支援を図っていきます。

継続

保健医療課

子育て支援課

（保健医療課）

乳児家庭全戸訪問を実施し、養育支援対象児の早期発見・早期支援に心掛けます。また、養

育支援対象の子どもの健康、発育、栄養等問題のある家庭に子育て支援課と連携して、保健

師・栄養士が訪問します。関係課と連携して養育支援訪問を実施します。

(子育て支援課)

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅に訪問支援員が訪問し、育児・家事の援助を

行うとともに、養育に関する相談・助言を行います。乳児家庭全戸訪問等各種事業を相互に

関連させ、児童虐待の発生予防と早期発見・早期対応のための連携を図ります。保健師とも

連携し、支援が必要な家庭に適切な事業実施を図っていきます。

(保健医療課）

要支援対象者の家庭訪問は必要時保健

師・栄養士等が訪問して保健や栄養につい

て支援しますが、支援方法時期等共通理解

のもとに進められるよう関係課と連携を行っ

ていきます。

（子育て支援課）

平成30年7月1日時点で、1件の利用申請が

あり家事援助を実施しています。

Ｂ

Ｂ

（保健医療課）

要支援対象者の家庭訪問は、保健師・栄養

士等が訪問して支援しますが、支援方法時

期等共通理解のもとに進められるよう関係

課と連携を行いました。

（子育て支援課）

今年度は利用はありませんでした。国の事

業実施要綱に則し、本市要綱を改正し、支

援体制を整理して利用しやすいものとしまし

た。今後の支援につなげられるよう支援体

制を整理していきます。

⑪利用者支援事業

地域子育て支援事業

（利用者支援事業）

子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施

設や地域の子育て支援事業等の利用について

情報収集を行うとともに、それらの利用に当たっ

ての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関

等との連絡調整等を実施する事業です。先ず

は、地域子育て支援拠点での実施をすすめてい

きます。

新規 子育て支援課

利用者支援事業は、以下の3類計からなっており、継続的な把握と支援プランの策定を実施し

ます。　①基本型：利用者支援と地域連携を共に実施。行政窓口以外で親子が継続的に利用

できる施設を活用　②特定型：主に利用者支援を実施。行政機関の窓口を活用。　③母子保

健型：保健師等の専門職が全ての妊産婦を対象に利用者支援と地域連携を共に実施。保健

センターを活用。

平成27年度に基本型一か所を地域子育て支援拠点事業の委託との相乗効果を期待しＮＰＯ

法人に委託して実施しております。平成28年度より子育てすこやかセンターにおいても基本型

を実施しています。

今後は、「子育て世代包括支援センター」の仕組みを整えるため、母子保健型の実施につい

て保健医療課共に検討します。

子育てすこやかセンターで利用者支援員が

常駐し直営で実施しています。

ぽこぽこくらぶ八木ではＮＰＯ法人グロー

アップへ委託し実施しています。

母子保健型は、平成30年10月の実施に向

け、保健医療課で準備中です。今後は、基

本型と母子保健型の連携が必要です。

Ｂ

子育てすこやかセンターに利用者支援員が

常駐し直営で実施しまして。

ぽこぽこくらぶ八木ではＮＰＯ法人グロー

アップへ委託し実施しました。

母子保健型の実施について、京都府の意

見を得ながら保健医療課と検討を行いまし

た。

①活動施設・拠点の確保

子育てすこやかセンター管理運

営事業

子育てすこやかセンターを中核とし、他の公共

施設も活用しながら子育てに関わる活動の機会

の充実を図ります。

民間（ＮＰＯ法人等）委託によるひろば事業は八

木防災センターを拠点として、日吉町生涯学習

センター、美山文化ホールなど各地区に出張し

て実施しています。今後も利用者にとって、身近

な場所での開催に努めていきます。

継続 子育て支援課

直営の子育てすこやかセンターは月～金の週5日開設しています。

委託のぽこぽこくらぶは気になる木ＪＵＪＵ（八木ひろば）を拠点に月～金の週5日、日吉町生

涯学習センター（日吉ひろば）で週1回火曜日、美山文化ホール（美山ひろば）で週1回木曜日

に開催しています。園部ひろばは、週1回、横田公民館と南丹市園部南部コミュニティセンター

で隔週で開催しています。

計画通り事業実施ができています。ぽこぽ

こくらぶ（八木ひろば）は平成30年度から週5

日（月～金曜日）開設しています。

すこやかセンター　1,874人（延べ人数）

ぽこぽこくらぶ　675人（延べ人数）

（平成30年6月時点）

Ａ

計画通り事業実施ができました。

平成29年度利用者数

すこやかセンター 7,366人（延べ人数）

ぽこぽこくらぶ　3,020人（延べ人数）

②地域子育て支援拠点事業の充実

地域子育て支援事業

（利用者支援事業）

子育てすこやかセンター管理運

営事業

子育てすこやかセンターと民間委託による「子

育て広場」での事業展開により、就園前乳幼児

の親子の居場所の充実を図ります。また、一時

預かり事業の実施の検討や子育て家庭のニー

ズに合わせ、幼稚園、保育所の選択や、地域の

子育て支援の取組から必要な支援を選択できる

よう情報提供し、相談・援助を行う利用者支援

事業の実施を進めます。

小学生の放課後の居場所や地域住民との交流

ができる居場所としてのあり方も検討します。

拡充 子育て支援課

子育てすこやかセンターでは常駐の支援員を配置し、週5日利用者支援事業を実施していま

す。

ぽこぽこくらぶ八木で利用者支援事業を週3回実施しています。

同じくぽこぽこくらぶ八木でひろばの開設時間を延長し、放課後児童や地域の方との交流の

機会を図ります。

子育てすこやかセンターとＮＰＯ法人グロー

アップへの委託事業の2拠点体制にて実

施。計画通り事業が実施ができています。

平成30年度利用者支援事業相談件数

すこかやセンター　70件（延べ件数）

ぽこぽこくらぶ　53件（延べ件数）

（平成30年6月時点）

Ａ

子育てすこやかセンターとＮＰＯ法人グロー

アップへの委託事業の2拠点体制にて実

施。拠点施設との連携が今後の課題である

ため、連携体制の強化を図りました。

平成29年度利用者支援事業相談件数

すこやかセンター　45件（延べ件数）

ぽこぽこくらぶ　178件（延べ件数）

③地域との交流・世代間交流の推進

子育てすこやかセンター管理運

営事業

社会福祉協議会登録ボランティアや、地域で活

動されているサークル等を講師に招き、交流事

業を開催しているほか、地域住民との関わりを

もてるイベント行事の開催を行っています。今後

も交流機会の充実に努めます。

継続 子育て支援課

子育てすこやかセンターでは、読書ボランティアによる「お話し会」や「子育て広場」で地域の

サークルの方々に講師としてお世話になっています。

ぽこぽこくらぶ（委託事業）では、縁日やハロウィンイベント等、地域と一体となれる企画を催し

ています。

継続して事業を行うことにより、「お話し会」では読書ボランティアとの交流を、ぽこぽこくらぶの

縁日やハロウィンイベント等では地域住民の協力を得ることにより交流を深めます。

子育てすこやかセンター、ぽこぽくらぶ共に

計画通り事業を行うことができています。今

後もさまざまな団体や地域の方（おはなしポ

ケットや日本よし笛の会京都美山支部など）

と事業を通した交流を充実させていきます。

Ａ

子育てすこやかセンターでは29年度4団体

延べ59名に講師等でボランティア協力をい

ただきました。子育てすこやかセンター、ぽ

こぽくらぶ共に計画通り事業を行うことがで

きました。今後もさまざまな団体や地域の方

と事業を通した交流を充実させていきます。

（
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南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

①相談体制の充実

（社会福祉課）

発達支援センター管理運営事

業・発達支援相談事業

（保健医療課）

育児支援事業

（子育て支援課）

地域子育て支援事業

　（利用者支援事業）

要保護児童対策事業

保健師、栄養士を中心に母子保健事業としての

子育て相談や、心理士による発達相談等を実施

しています。発達支援センターでは、専門職を配

置し、心理・言語・運動などの発達についての相

談を行っています。また、子育て支援課に家庭

児童相談員を配置し、養育相談を行っていま

す。この他、身近な相談場所として拠点事業で

の相談の実施とあわせ、利用者支援事業の検

討も行います。いずれもが気軽に相談できる場

であることを周知し、機会の提供に努めます。

継続

社会福祉課

保健医療課

子育て支援課

（社会福祉課）

発達支援相談事業として、発達相談・ＯＴ相談・言語相談・発達クリニック・発達支援クリニック

を実施し、発達支援や育児支援を行います。

（保健医療課）

子育て相談は、各保健福祉センター（4ヵ所）で実施し、身近な場所で相談できる体制をとって

います。相談だけでなく、親子の交流の場としても位置付け、気軽に来所できるよう周知してい

ます。

身近な相談場所として、乳幼児をもつ家庭の認知度を100％とするよう、各事業の時に周知し

ます。

（子育て支援課）

家庭支援相談員を常勤にて子育て支援課に4名継続して配置し、随時養育相談を行います。

また、利用者支援事業により、相談ニーズに対応していきます。

（社会福祉課）

発達支援相談事業を実施し、子どもの発達

支援及び保護者への育児支援につなげて

います。相談希望時には早めの利用が出来

るよう日程調整や実施場所の調整を今後も

行っていきます。

（保健医療課）

子育て相談は、各保健福祉センター（4ヵ所）

で実施し、身近な場所で相談できる体制を

とっています。相談だけでなく、親子の交流

の場としても位置付け、気軽に来所できるよ

う赤ちゃん訪問や乳幼児健診等各事業で周

知しています。

相談者数　乳児：48人、幼児：60人（H30.6末

現在）

昨年度の同時期の参加者に比べて、乳児

が少なく、幼児は多い。出生数の減少が影

響していることも考えられる。

（子育て支援課）

今年度より、家庭支援相談員を常勤にて4

名配置し、随時養育相談を行っています。

利用者支援事業の基本型として、子育てす

こやかセンター、ぽこぽこくらぶでも継続して

事業を行い、相談ニーズに対応します。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

（社会福祉課）

発達支援相談事業を実施し、保護者へ発達

状況や成長発達につながる対応方法を説

明し育児支援につなげ、子どもの発達支援

に努めました。相談希望がある時は、早め

の利用案内も出来ました。

（保健医療課）

子育て相談は、各保健福祉センター（4ヵ所）

で実施し、身近な場所で相談できる体制を

継続しています。児の発達・発育支援及び、

親子の交流の場としても位置付けていま

す。利用者はリピーターが多いため、新規

の方にも気軽に利用していただけるよう、赤

ちゃん訪問や乳幼児健診等各事業で積極

的に周知しています。

（平成29年度）

相談者数（延）　乳児　296人　　幼児　366

人

（子育て支援課）

平成29年4月より、家庭支援相談員を常勤

にて3名配置し、随時養育相談を行いまし

た。利用者支援事業の基本型として、子育

てすこやかセンター、ぽこぽこくらぶでも継

続して事業を行い、相談ニーズに対応しまし

た。

②臨床心理士による専門相談の充実

子育てすこやかセンター管理運

営事業

臨床心理士によるカウンセリングを通じて、保護

者の不安を軽減するため、子育てすこやかセン

ター心理相談「こころの相談」を実施していま

す。利用者の心情に配慮した会場設定や、電話

相談対応を行っています。

継続 子育て支援課

「こころの相談」として実施しています。会場は子育てすこやかセンターと市役所会議室等で実

施しています。火曜日で月3日間から4日間の開設で一枠1時間。要保護児童対策地域協議会

進行管理ケースの支援の1つとしても位置付けています。

週1回を基本に、月にのべ3日開催から、28年度は、月にのべ4日開催とし、相談の機会の充

実を図りました。29年度以降も継続していきます。

計画通り事業実施ができています。

開催数　10回、相談件数　20件

（平成30年6月時点）

Ｂ

継続利用、新規利用もあり、平成29年度は

12名延べ86回の利用がありました。要保護

児童対策地域協議会登録ケース対象者に

ついては、カウンセリング内容を必要に応じ

共有し、支援に役立てました。

③保育所、幼稚園、学校における相談

体制の充実

保育所や幼稚園における子育て相談や小・中学

校におけるスクールカウンセラーや心の居場所

サポーターの配置を継続し、相談体制の充実を

図るとともに、気軽に相談できる体制づくりやそ

の周知を図り、子育てにおける不安解消と非行

や不登校の未然防止・早期発見に努めます。

継続

学校教育課

子育て支援課

（学校教育課）

京都府の事業「スクールカウンセラー活用事業」「心の居場所サポーター活用事業」を活用し、

小・中学校におけるスクールカウンセラーや心の居場所サポーターの配置する。

（子育て支援課）

保育所、幼稚園では日常的に保護者からの相談に対応しています。さらに連携が必要な場合

は子育て支援課につなぎ対応できる関係機関と調整します。

保護者が保育所に信頼をおき、安心して預けることができるよう、相談しやすい体制であるよう

にするとともに、必要と判断できる児童の異変等については即、関係機関につなぎます。

（学校教育課）

今年度も昨年度同様の体制で「スクールカ

ウンセラー」「心の居場所サポーター」を配

置することができた。

引き続き相談体制を整え、きめ細やかな対

応を推進する。

（子育て支援課）

児童の日頃の様子を注意深く見ることによ

り、児童の変化等に気づき、養育困難な保

護者や、養育不安な保護者への対応をして

います。

Ｂ

B

（学校教育課）

小・中学校におけるスクールカウンセラーや

心の居場所サポーターの配置を継続し、相

談体制の充実を図るとともに、気軽に相談

できる体制づくりと、その周知に努めまし

た。

今後も引き続き、子育てにおける不安解消

と非行や不登校の未然防止・早期発見に努

めます。

【平成29年度スクールカウンセラー配置及

び

活用件数　実績】

※拠点校方式により対応

園部小1名　（桜が丘中）162件

園部中1名　（園部第二小）207件

八木中1名　（八木西・八木東小）288件

殿田中1名　（殿田・胡麻郷小）152件

美山中1名　（美山小）159件

【平成29年度心の居場所サポーター配置状

況】

園部中1名　相談件数（延べ）312件

園部第二小1名　相談件数（延べ）649件

（子育て支援課）

児童の日頃の様子を注意深く見ることによ

り、児童の変化等に気づき、養育困難な保

護者や、養育不安な保護者への対応をしま

した。

④情報提供体制の充実

子育て支援サービスや各種の情報を集約した

情報誌を作成しています。また、最新情報は、

ホームページで発信していきます。

継続 子育て支援課

南丹市ホームページに、南丹市子育てガイド「のびのびなんたん」を開設。必要に応じて当課

で更新しています。

平成27年度に「のびのびなんたん」を再構築しました。今後は内容を充実していき、閲覧者が

より見やすく、編集しやすくするとともに、最新情報に素早く対応していきます。

年度更新業務は完了しています。今後も、

継続して順次更新及び新たな情報の掲載

に努めていきます。

Ｂ

平成29年6月時点の更新業務、保育所・幼

稚園・すこやか学園入所申し込み案内の掲

載業務を行いました。今後も継続して順次

更新及び新たな情報の掲載に努めていきま

す。

（
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基本

目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

①すこやか子育て医療費の助成

すこやか子育て医療費助成事

業

南丹市居住者で、小学校入学から高等学校修

了までの児童の入院、通院に要した保険診療分

の医療費について、申請による助成を行ってい

ます。

小学校入学時と転入時に制度の案内をしていま

すが、今後も制度の広報、周知に努めます。

継続 子育て支援課

高等学校入学から18歳到達後最初の3月31日までの児童又は高校生の場合は19歳到達後

最初の3月31日までの児童を対象に、入院・通院にかかる医療費（保険診療分のみ）を1カ月1

医療機関につき800円の一部負担金を差し引いて助成します。

児童を育てる保護者の医療費を助成することにより、次代を担う子どもたちのすこやかで生き

生きとした成長を願うとともに、安心して子どもを産み育てやすくします。

申請に基づき適正な給付を行うことにより、

保護者の負担を軽減し、子どもが安心して

必要な医療を受けられるよう支援していま

す。

Ａ

償還払いで助成を行っていた、小学生・中

学生について、現物給付（受給者証発行）に

変更するとともに、自己負担金も800円から

200円に制度改正を行いました。（子育て支

援医療費の制度拡充）

平成29年度の助成件数　7,871件

②子育て支援医療費の助成

京都子育て支援医療費助成事

業

すこやか子育て医療費助成事

業

乳幼児が入院・通院に要した保険診療分の医

療費については、保険証を確認し、受給者証を

発行の上、助成を行います。

継続 子育て支援課

0歳から中学校卒業までの子どもを対象に入院・通院にかかる医療費（保険診療分のみ）を助

成します。受給者証を医療機関の窓口で提示していただくことにより1カ月1医療機関200円の

負担で医療が受けられます。

保護者の医療費を助成することにより、次代を担う子どもたちのすこやかで生き生きとした成

長に寄与するとともに、安心して子どもを産み育てやすくします。

申請等に基づき適正な給付を行うことによ

り、保護者の負担を軽減し、子どもが安心し

て必要な医療を受けられるよう支援していま

す。

Ａ

通院について、小学校就学前までの乳幼児

を助成の対象としていましたが、中学校卒

業までを対象とする制度改正を行いました。

③子育て手当の支給 子育て手当支給事業

南丹市居住者で、5歳未満の児童を養育してい

る人に、申請により手当てを支給します。

継続 子育て支援課 月額第1子2,000円、第2子3,000円、第3子5,000円を年2回（9月末と3月末）に支給しています。

9月定期払にて855人（対象児童1,087人）に

支給見込です（平成30年6月試算）。

Ａ

9月定期払で888人（対象児童1,143人）に支

給しました。

3月定期払で890人（対象児童1,047人）に支

給しました。

④子宝祝金の支給 子宝祝金事業

南丹市居住者で、児童を出産、養育する保護者

に対し、申請により祝金を支給します。

継続 子育て支援課 50,000円を支給。 4月16人、5月20人に支給しました。 Ａ 180人に支給しました。

⑤入学祝金の支給 入学祝金支給事業

南丹市居住者で、小・中学校に入学する児童を

養育している人に、申請により祝金を支給しま

す。

継続 子育て支援課 小学校入学30,000円、中学校入学40,000円を支給しています。

小学生　227人、中学生　230人分を支給し

ました。

Ａ

小学生　239人、中学生　233人分を支給し

ました。

⑥児童手当の支給 児童手当支給事業

中学校修了までの児童を養育している人につい

て、申請により手当を支給します。（なお、児童

が施設入所している場合を除きます。）

継続

子育て支援課

国の制度により実施

0～3歳未満の児童：1人につき月額15,000円、3歳以上～小学校6年生までの児童で第1子ま

たは第2子：1人につき月額10,000円、3歳以上～小学校6年生までの児童で第3子以降：1人に

つき月額15,000円、中学生：1人につき月額10,000円、所得制限限度額を超過する方は1人に

つき月額5,000円を支給となっています。

児童を養育している保護者の家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会

を担う児童のすこやかな成長に寄与します。

1,784人（対象児童2,917人）に支給しました

（平成30年6月定期払）。

Ａ

1,746人（対象児童3,115人）に支給しまし

た。

⑦児童扶養手当の支給 児童扶養手当支給事業

18歳以下の児童を監護・養育するひとり親の家

庭、父または母が一定の障がいのある家庭に

手当を支給します。平成22年度より父子世帯に

も拡大され、平成26年12月の制度改正により、

公的年金等との併給制限の見直しを実施してお

り、制度改正に対応し、適切な利用の促進に努

めます。なお、児童が施設入所している場合や

公的年金等の受給により、手当てを受給できな

い場合があります。

継続 子育て支援課

国の制度により実施

平成29年4月より、(全部支給)月額42,290円、（一部支給9,980円～42,280円。※所得による

2人目（全額支給）月額9,990円加算、（一部支給）月額9,980円～5,000円の範囲額加算　3人

目以降（全額支給）月額5,990円加算（一部支給）月額5,980円～3,000円の範囲額がそれぞれ

1人増えるごとに加算※所得による

必要な時には府・国の助言を仰ぎ、適切に申請受付・交付業務を行っていきます。

224人に支給しました（平成30年4月定期

払）。

Ａ 220人に支給しました。

⑧特別児童扶養手当の支給 （京都府の業務）

20歳未満の児童で心身に障がいがある子ども

を養育・介護されている方に手当を支給します。

随時受付し、京都府が決定します。（児童が障

がいを支給事由とする公的年金を受けることが

できる場合、児童福祉施設などに入所している

場合を除きます。）

継続 社会福祉課

年3回（4・8・12）月に府が手当を支給しています。市が随時受付・進達し、府が支給決定して

います。

障がい児が家族とともに暮らし、健やかに生育できるようにするものです。

※市の業務は受付・進達であり、支給・決定は府の業務です。

適正な受付・進達事務を行うことで、対象家

庭を経済的に支援しています。

(対象者数88人、内受給者数76人）

（平成30年6月時点）

Ａ

適正な受付・進達事務を行うことで、対象家

庭を経済的に支援することができました。

(対象者数88人、内受給者数76人）
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資料 1-2

⑨不妊治療助成金の支給 不妊治療費給付事業

子どもを希望しながら不妊症のために子どもに

恵まれない夫婦に対して、経済的負担を軽減す

るために不妊治療に要する費用の一部を助成し

ます。

継続 保健医療課

子どもを希望しながらも恵まれないため、不妊治療又は不育治療を受けている夫婦に対して、

経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部（自己負担額の1/2）を助成し

ます。

　一般不妊治療：一般不妊治療、人工授精

　不育治療：不育症の原因検査、ヘパリン注射などの治療

高額になる治療費の負担軽減を図ることで、希望する人に必要な治療を受けやすくします。

不妊治療又は不育治療を受けている夫婦

に対して、経済的負担の軽減を図るため、

その治療に要する費用の一部（自己負担額

の1/2）を助成します。申請件数：延べ8件

（平成30年6月末）

Ｂ

申請件数：延べ37件（平成29年度）

昨年度より申請件数は少ない傾向にありま

すが、そのうち新規申請は23件と62％を占

めました。

申請者のうち妊娠した方は17人となってい

ます。

⑩要保護・準要保護児童生徒援助費

の支給

就学援助事業

経済的な理由によって、就学が困難と認められ

る児童生徒の保護者に、学用品費、給食費等

学校で必要な費用の一部を援助します。

制度の趣旨の周知を図り、適正な運用に努めま

す。

継続 学校教育課

入学説明会に案内をさせてもらうほか、給食費や諸費の集金が滞りがちな様子が見受けられ

た場合に制度の説明をする等、必要な方に必要な制度を受けてもらえるように体制を整えて

います。

新入学児童生徒学用品費について、平成

30年度新入学児童生徒分は平成29年度に

支給しました。。平成31年度新入学児童生

徒分は平成30年度中に入学前支給を実施

します。

今後も引き続き、支援を必要とする方に必

要な支援が行われるよう制度の周知に努め

ます。

Ｂ

国の動向をうけ、新入学児童生徒学用品費

について、入学前支給を実施しました。

今後も引き続き、支援を必要とする方に必

要な支援が行われるよう制度の周知に努め

ます。

⑪特別支援教育就学奨励費の支給 就学援助事業

特別支援学級に就学する児童生徒の保護者等

の経済的負担を軽減するため、学用品費、給食

費等学校で必要な費用の一部を援助します。

制度の趣旨の周知を図り、適正な運用に努めま

す。

継続 学校教育課

特別支援学級及び通級指導教室に在籍する児童生徒の保護者が支給対象であることから、

個別に案内をして受給していただいています。

支給対象者が限定されていることから、広く

周知ということにはなりませんが、必要な方

に必要な支援が受けられるように努めま

す。

Ｂ

支給対象者が限定されていることから、広く

周知ということにはなりませんが、必要な方

に必要な支援が受けられるように努めま

す。

①子育てボランティア・サークルとの連

携

子育てに関係するボランティアの方やサークル

グループに対し、情報提供や交流等の機会を持

ち、協働の視点で連携して地域での子育て支援

活動を促進します。また、交流や研修の機会の

一環として、京都府主催事業への参加も推奨し

ます。

継続 子育て支援課

南丹市子育てサークル意見交流会を開催します。市内各サークルに参画を呼びかけ、交流を

深めます。

南丹保健所が保健所管内を対象に「子育て支援団体・サークル交流会」を企画、市内から各

団体が参加されています。また、保健所では「南丹地域子ども・子育て地域資源情報」も取り

まとめられ、更新されています。

交流会は、毎年実行することにより、交流を深めていきます。

子育てサークル意見交流会の実施を計画し

ています。

サークル間の交流を深め、より良い子育て

支援の活動に繋がる機会が作れるよう努め

ます。

Ｂ

南丹市子育てサークル意見交流会を開催

し、初参加1団体を含めた5団体10名の方の

参加があり、サークル間の交流を深めること

ができました。より良い子育て支援の活動に

繋がる機会が作れるよう、今後も内容等を

検討していきます。

②子育てに関するNPO法人との連携

地域の人材を活かした子育て支援をめざして、

子育て支援に関するＮＰＯ法人と連携し、課題

解決に向けた取組を協働で進めます。団体に対

する情報提供を実施するほか、交流や研修の

機会の一環として、京都府主催事業への参加も

推奨します。

新規 子育て支援課

南丹市子育てサークル意見交流会を開催します。子育て支援を主たる活動目的としてＮＰＯ

法人格を取得しているのはグローアップのみとなっています。グローアップには、「つどいの広

場事業」、「利用者支援事業」「産前・産後サポート事業」を委託し、南丹市の子育て支援を

担ってもらっています。

交流会は、毎年実行することにより、交流を深めていきます。

委託事業の円滑な運営を進めるため、市職

員と定期的な協議を持ち、適切な運営がで

きるよう努めています。

子育てサークル意見交流会を行う予定で

す。

Ｂ

委託事業の円滑な運営を進めるため、市職

員と定期的な協議を持ち、適切な運営を行

いました。今後も南丹市の子育て支援に繋

がる連携が行えるよう努めていきます。

子育てサークル意見交流会には、参加者と

して参加をしました。

③地域の指導者との連携

地域の各種事業においてボランティア指導員を

募り、リーダーを養成し、ともに事業を進めてい

きます。青少年活動事業の一環として、ボラン

ティア指導員を募り、事業を通じてリーダーを養

成し、共に事業を進めていきます。

継続 社会教育課

視覚障害者社会教育指導者研修会、聴覚障害者社会教育指導者研修会へ参加するととも

に、視覚障害者成人講座、聴覚障害者成人講座を実施します。

障がい者の社会参加と成人講座へのボランティアの参画を進めていきます。

昨年度の実施実績を踏まえることで、各研

修会への参加、講座の実施は目標どおり達

成する見込みです。

Ｂ

各指導者研修会へ参加を行うとともに、講

座の実施については視覚障害者成人講座

を1講座増加し、目標以上を達成することが

できました。参加者が減少しており、参加者

の確保が課題です。
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（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

①男女共同参画の推進 男女共同参画社会推進事業

男女共同参画行動計画に基づき、雇用機会や

待遇が確保されるよう、男女がともに力を発揮

できる環境づくりを推進します。

女性のチャレンジ支援施設である京都府男女共

同参画センター らら京都で開催される事業の掲

示や、就労相談に対する専門機関の紹介を実

施しています。女性相談事業では、就労につい

ても相談を受けるなど、女性の充実した生活支

援アドバイスも実施しています。

南丹市男女共同参画条例を平成26年度に制定

し、今後は条例に則した取組を行うとともに、男

女共同参画センターの設置を検討します。

継続 人権政策課

京都府男女共同参画センターらら京都で開催される事業の掲示をしています。

男女共同参画に関する実施状況調査し実態を把握しています。

・女性相談事業（毎月2回）

・男女共同参画社会推進委員会（年2回以上）

・DVをなくす運動（11月）

を実施します。

・「南丹市男女共同参画行動計画」の見直しを平成31年3月末までに行います。

女性相談事業(月2回）を実施しました。

　相談事業利用人数　5件

（平成30年6月末時点）

男女共同参画社会推進委員会は7月開催

予定です。

ＤＶを無くす運動は11月開催予定です。

Ｂ

女性相談事業(月2回）を実施しました。

　相談事業の利用人数 13件

男女共同参画社会推進委員会を2回開催し

ました。

DVを無くす運動(11月)を実施しました。

②男女共同参画意識の向上 男女共同参画社会推進事業

固定的な役割分担意識が解消され、男女がとも

に家庭的役割の担い手になるよう、講演会の開

催や街頭啓発、ＣＡＴＶ・広報紙・ホームページ

等を活用し、男女共同参画意識の向上と女性の

自立について啓発を行います。

継続 人権政策課

固定的な役割分担意識が解消され、男女が共に家庭的役割の担い手になるよう啓発をしま

す。講演会、セミナーなどにより男女共同参画意識の向上と女性の自立について啓発します。

・キラリなんたん（男女共同参画事業）

・男女共同参画に関する講演会

以上を実施します。

キラリなんたんを6月23日に開催しました。

講演会を開催し75人の参加がありました。 Ｂ

キラリなんたんを6月24日に開催しました。

認知症と介護をテーマに142人の参加があ

りました。

企業向け男女共同参画に関する講演会を

11月10日に開催しました。

③父親の育児参加の推進（再掲）

（子育て支援課）

子育てすこやかセンター管理運

営事業

父親の育児参加の意識を高めるため、子どもと

の関わり方を学ぶため、父親対象の育児教室

や家庭教育学級等の事業を実施します。子育て

すこやかセンター事業としては「パパ講座」を年

に2回実施しています。家庭教育学級支援事業

としては、家庭の教育力を高めるために、幼稚

園、小・中学校やＰＴＡなどと連携を図りながら、

各種事業を実施しています。

継続

社会教育課

子育て支援課

（社会教育課）

家庭教育の支援につながる事業は継続的に実施していますが、父親を対象とした事業につい

ては実施していません。

(子育て支援課)

子育てすこやかセンターで「子育て講座」を月一回開催、内2回を日曜日に開催し、特に父親

の参加を促す内容を企画します。

（社会教育課）

家庭教育の支援につながる事業は継続的

に実施していますが、父親を対象とした事業

については実施していない。ＰＴＡ会員を対

象とした家庭教育学級を実施しています。

（子育て支援課）

6月、第1回目の日曜講座（3B体操）を開催

し、 10組（うち父親参加10 組）の参加があ

りました。次回の日曜講座は、2月を予定し

ています。

Ｂ

Ｂ

（社会教育課）

家庭教育の支援につながる事業は継続的

に実施していますが、父親を対象とした事業

については実施していません。なお、ＰＴＡ会

員を対象とした家庭教育学級を平成29年度

は7校15講座実施しました。

（子育て支援課）

今年度は、「日曜講座」において昨年と同数

の父親参加数でしたが、父子だけで参加す

る家庭数が増えています。（28年度　2組、

29年度　5組）

今後も内容を工夫していきます。

①仕事と生活の両立の推進 無し

事業所や労働者を対象とした講座、セミナー、

相談などを行い、職場における子育て意識の高

揚に努めます。

またＣＡＴＶ、広報誌等を活用し、仕事と家庭の

調和について啓発を行います。

継続 人権政策課

マザーズジョブカフェ巡回相談日等の情報を提供します。

マザーズジョブカフェと連携して、市民へ情報を提供します。

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報しています。

Ｂ

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報することができました。

②育児休業の取得促進 無し

関係機関と連携しながら、市内企業に対しての

啓発の実施を検討します。

継続 人権政策課

マザーズジョブカフェ巡回相談日等の情報を提供します。

マザーズジョブカフェと連携して、市民へ情報を提供します。

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報しています。

Ｂ

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報することができました。

③育児中の業務の軽減 無し

関係機関と連携しながら、市内企業に対しての

啓発の実施を検討します。

継続 人権政策課

マザーズジョブカフェ巡回相談日等の情報を提供します。

マザーズジョブカフェと連携して、市民へ情報を提供します。

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報しています。

Ｂ

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報することができました。

④再就職の支援 無し

出産後や子育て後の女性の再就職を支援する

ために、技術講習、職業訓練や雇用情報の提

供などを行い、企業と連携した雇用促進を図り

ます。関係機関と連携しながら、市内企業に対し

ての啓発の実施を検討します。

継続 人権政策課

マザーズジョブカフェ巡回相談日等の情報を提供します。

マザーズジョブカフェと連携して、市民へ情報を提供します。

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報しています。

Ｂ

マザーズジョブカフェに関する情報提供を市

民に広報することができました。
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目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

業 務 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）
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【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

①保育所施設の整備 園部保育所改修事業

年々低年齢児の保育希望が増えていることを踏

まえ、地域ごとのニーズの把握に努め、保育施

設や設備の整備に向けた検討を行います。

継続 子育て支援課

園部町内において保育ニーズが高まっているので28年度事業で園部保育所に保育室等を増

設します。保育室3室増設及び給食室の改修を11月末までに完了しました。

平成28年度完了 Ａ 平成28年度完了

②教育・保育内容の充実と職員の資

質の向上

保育所・幼稚園・幼児学園職員連絡協議会を立

ち上げ、就学前教育に携わる職員の交流と研

鑽を重ねています。その成果を、子どもたちへ

の教育・保育に生かしていきます。

自己評価・保育の評価を行うことで、幼児の学

びを捉える目を養い、教育力を高め、教諭・保

育士の資質向上に努めます。また、私立幼稚園

においては、京都府私立幼稚園連盟・口丹波地

区私立幼稚園協会により年間を通じ充実した研

修を行い、職員の資質向上が図られています。

今後は、公立・私立の交流により、双方の資質

の向上をめざします。

継続 子育て支援課

各種団体が主催する保育所職員、幼稚園職員を対象とした研修会に参加し、保育及び教育

の内容を高めていきます。

低年齢児の入所が急増するなか、保育士の確保、育成が課題となっています。特に新規職員

等は経験がない中、様々な課題と向き合い、児童とかかわり、保護者にもよき支援者として信

頼される保育士として向上することが望まれます。また、経験を積んだ職員も、児童の個別的

な課題や養育困難等保護者が抱える課題にも対応が求められる現場で、更に資質向上に取

組ます。

保育現場におけるリーダー的職員の育成に

関する9種類のキャリアアップ研修に11人が

参加、また、歌やダンスなど実践的な研修

に8人が参加しました。（H30年6月20日現

在）

保育所・幼稚園の臨職、嘱託、正職を対象

に職場でのコミュニケーション研修を全4回

開催し、129人が参加しました。豊かな保育

を行うための職場環境作りと、意識の高い

保育を行うためのスキルを学びました。

Ｂ

職務内容に応じた専門性の向上を図るた

め、保育協会等が主催する研修に参加しま

した。

（平成29年度）40研修　述べ102人参加

保育所、幼稚園における管理職等の資質向

上と職場環境の改善を図る為、市主催のマ

ネジメント研修を開催しました。

平成30年1月11日開催　23人参加

③就学前教育施設の整備

児童数の推移、保護者のニーズなどを踏まえ、

幼児一人ひとりに応じたきめ細かな指導や教育

が行えるよう、適正な規模の施設の整備を進め

ます。

継続 子育て支援課

園部幼稚園に併設する「すこやか学園」の機能充実を図るため、平成28年度当初予算に工事

費を計上し、8月末ごろから園庭整備の着工予定です。芝生広場、畑、駐車場、通学路を整備

しました。

平成28年度完了 Ａ 平成28年度　完了

④教育内容の充実

幼稚園教育要領に基づき、創意工夫をしなが

ら、心身の発達と幼稚園及び地域の実態に配

慮した適切な教育課程の編成に努めます。

継続 子育て支援課

各種団体が主催する幼稚園職員を対象とした研修会に参加し、教育の内容を高めていきま

す。

引き続き幼稚園職員を対象とした研修会に参加します。

2園とも、幼児教育を考える研究集会に参加

しました。

Ａ

幼児教育を考える協議会等の研修に参加し

ました。

⑤未就園親子の支援の充実 すこやか学園管理運営費

集団の中での遊びを通じ、子どもの心身の健全

な発達を助け促し、親同士が子育てを学び合う

場として、親子の育ち合う場として「すこやか学

園」を、聖家族幼稚園では「つぼみくらぶ」を開

設しています。

子どもの個性を考慮しながら親子ですごす場を

提供するとともに、教諭と子どもや親との信頼関

係を築き、適切な親育て・子育て支援ができるよ

う教諭の資質向上に努めます。

継続 子育て支援課

すこやか学園は、自宅保育ができる2歳児（4月1日現在の年齢）と保護者同伴で登園し、集団

の中での遊びを通じて子どもの心身の発達を助け促し、親同士が子育てを学ぶ場を提供しま

す。

幼児の成長に良好な環境を整え、心身ともに健全な発達を助長するため実施しています。（す

こやか学園）

すこやか学園利用数　親子30組

これまでは、1年間通じて参加できることを

条件としていましたが、今年度から年度途

中に転入された方の受入を行っており、地

域に馴染むきっかけとなっています。（ただ

し、定員に達していない場合）

聖家族幼稚園

　「つぼみくらぶ」利用数　親子18組

Ａ

すこやか学園利用者児童数30人

（保護者を含め60名）

親子で利用することにより、集団活動での

過ごし方を親も学ぶ意識を高めることができ

ています。また、家庭外で親子で過ごせる

場であり、子育ての相談ができる教室となっ

ています。

聖家族幼稚園「つぼみくらぶ」利用児童　17

人

⑥保・幼・小の連携の充実

（学校教育課）

教育研究事業　ほか

保育所・幼稚園・小学校が連携し、指導方法な

どの改善などに役立てられるよう、「もうすぐ1年

生体験入学推進事業」を全域的に実施していま

す。学校区毎に保育所・幼稚園と小学校が「新

入生の入学体験」、「小学校の出前授業」、「園

児と小学生の交流事業」等を実施することによ

り、指導方法等の充実を図ります。

継続

学校教育課

子育て支援課

（学校教育課）

中学校ブロックを単位として保・幼・小・中の校種間連携と円滑な接続とともに、9年間を見通し

小中一貫した教育を目指した教科指導カリキュラムに基づく教育実践を継続する。

（子育て支援課）

市立各保育所、幼稚園では年に数回小学生との交流を行っています。次年度に小学校へ入

学する児童に対して小学校への半日入学を2月頃に行い、小学校への入学した際の不安を解

消できるように取組んでいます。

管内保幼小連携推進研修会に参加し、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に

係る取組の交流を通して一層の推進を図ります。

（学校教育課）

本年度についても引き続き、中学校ブロック

を単位とした教育・指導方法の研究を重ね

ます。

第1回目の研究会を5月9日に開催しました。

第2回目は、夏季研究会を計画しています。

併せて「もうすぐ一年生活動」にも着手して

いる。

（子育て支援課）

小学校入学への期待が膨らみ、不安を軽減

し円滑に小学校へ移行する取組みとして、

小学校プール体験や運動会への参加、もう

すぐ1年生活動、半日入学などの取り組み

を行います。

Ｂ

Ｂ

（学校教育課）

学びの連続性を重視し、中学校ブロックごと

に教育・指導方法等の研究を重ねていま

す。

年間4回（学期に1回及び夏季休業中に1

回）合同研究会を実施するとともに、京都府

の事業「もうすぐ1年生事業」を活用した連

携を重ねました。

（子育て支援課）

小学校入学への期待が膨らみ、不安を軽減

し円滑に小学校へ移行する取組みとして、

小学校プール体験や運動会への参加、もう

すぐ1年生活動、半日入学などの取り組み

を行いました。

今後、保育参観日を設定し、職員間で指導

方法等の交流を予定している施設もありま

す。

⑦預かり保育の推進

幼稚園において教育活動終了後に子育て支援

の一環として保育を実施するもので、公立１か

所(園部幼稚園)、私立１か所(聖家族幼稚園)で

実施しています。今後は新たに八木中央幼稚園

での実施を計画します。

継続 子育て支援課

公立2か所(園部幼稚園、八木中央幼稚園)、私立1か所(聖家族幼稚園)で実施しています。

公立幼稚園では、在園児を対象に園の終了時から午後5時まで実施しています。平成27年9

月から八木中央幼稚園でも預かり保育を始めました。聖家族幼稚園では、私学助成を受けて

在園児を対象に実施されています。春休み、夏休みは預かり保育を実施しています。

幼稚園に通園する園児を親族の疾病、保護者の就労等により一時的に家庭における保育が

出来ない状況となった場合の支援として実施しています。

公立は平成29年度はこれまで同様に1回200円の利用料で継続しています。

園部幼稚園（※のべ人数）

　　4月　17人（昨年4月　24人）

　　5月　110人（昨年.5月　137人）

八木中央幼児学園

　　4月　24人（昨年4月　12人）

　　5月　57人（昨年5月　36人）

　・就労に関わらず、保護者のニーズに合わ

せて預かり保育を実施している。

聖家族幼稚園（※のべ人数）

　　4月春休み・・46名（4/2～4/5）

 　 4月・・207名

　　5月・・343名

　　6月・・325名（6/25現在）

Ａ

(平成29年度）

園部幼稚園月平均38人利用。

八木中央幼稚園月平均12人利用。

働く保護者の育児支援につながっていま

す。

聖家族幼稚園

平成29年度平日63人

春夏の長期休み52人

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

（

１

）

就

学

前

教

育

・

保

育

の

充

実

　

３

 

豊

か

な

心

身

を

育

む

教

育

の

充

実

資料 1-2

8



基本

目標

基本
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(予算を充てている事業がある場合）
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業 務 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標
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（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）
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資料 1-2

①生きる力の育成

野外学習等の自然体験学習や、高齢者との交

流といった福祉教育等の取組を、総合的な学習

の時間に取り入れ、実際に体験させ、子どもの

生きる力の育成をめざします。

継続 学校教育課

南丹市の教育の指針に基づき、児童生徒一人一人に、生涯にわたって学び続けることができ

る基礎基本の習得を図りながら「ふるさと南丹市」を愛する心を育み、未来に向かってたくまし

く生きる力を育成します。

年間計画に基づき、野外活動や自然体験

学習、高齢者との交流や福祉教育等の取

組を実施します。

Ｂ

「ふるさと南丹市」を愛する心を育む教育を

すすめることができました。

5年生　臨海学校　舞鶴市　マリンピア

4年生　林間学校　るり渓　少年自然の家

②体験活動の推進

地域の人材や団体などの協力を得て、太鼓等

の伝統文化などの体験活動を充実します。

また、キャリア教育を推進し、児童生徒が将来

の夢と希望を持って力強く生きようとする意欲や

態度を育むために、小学生は1日程度、中学生

は複数日にわたり、職場体験事業を実施しま

す。

継続 学校教育課

地域の人材や団体などの協力を得て、太鼓等の伝統文化などの体験活動を実施します。ま

た、キャリア教育を推進し、児童生徒が将来の夢と希望を持って力強く生きようとする意欲や

態度を育むために、小学生は1日程度、中学生は複数日にわたり、職場体験事業を実施しま

した。

年間計画に基づき、キャリア教育や職場体

験等を実施します。

Ｂ

京都府の事業も活用しながら、伝統文化の

体験活動や職場体験活動を実施することが

できました。

③人権教育の推進

南丹市教育指針の重点課題に位置づけ、各校・

園においては年間指導計画に基づいた人権教

育を推進します。

また、教職員全員を対象にした研修会の開催や

各校・園の人権教育主任会議を開催します。特

に、若年教員に対する人権教育の充実を図りま

す。

継続 学校教育課

学校におけるすべての教育活動を通した人権教育を推進。さらに、年間指導計画に基づいた

人権教育を進めています。

また、人権問題に対する正しい理解と認識を深め、感性、実践的態度を養う教職員研修を行

いました。各校・園の人権教育主任会議も開催します。

昨年度の取組の成果と課題を明らかにし、

今年度も引き続き教員研修とともに、学力充

実と進路保障、人権学習を計画的に実施し

ます。

Ｂ

人権教育を基盤とした教育を進めました。

毎日が人権の日という意識で教育を進める

ことができました。

④道徳教育の推進

道徳教育推進教師を中心として学校全体で道

徳教育に取り組み、地域の特色や児童生徒の

実態に応じた教材開発などを行います。

継続 学校教育課

道徳教育の全体計画や「道徳の時間」年間指導計画に基づいて実施。地域の自然や文化、

人材活用、豊かな体験活動等、創意工夫ある教育活動を通した道徳教育を進めます。

小学校は、今年度から教科化されました。

昨年度に引き続き、発達段階に応じて、道

徳的心情、道徳的判断力を育み、道徳性の

定着を図ります。

Ｂ

道徳教育は、すべての教科・活動の中で発

達段階に考慮した指導がなされるものでは

ありますが、平成30年度から小学校で、平

成31年度から中学校で「特別の教科　道

徳」となり、検定教科書を用いた授業が実施

されます。

⑤福祉教育の推進

総合的な学習の時間等において、福祉施設との

交流事業や福祉施設での職場体験を継続して

実施し、充実させることにより、思いやりや助け

合いの心を育む取り組みを推進します。

継続 学校教育課

総合的な学習の時間等において、福祉施設との交流事業や福祉施設での職場体験を実施し

ます。

福祉施設での職場体験や交流学習を実施

します。

Ｂ

総合的な学習の時間等において、福祉施設

との交流事業や福祉施設での職場体験を

継続して実施しました。

⑥環境教育の推進

校内における植物の栽培活動等に取り組むとと

もに、教科教育における環境の学習等の実施を

します。

継続 学校教育課

校内における植物の栽培活動等に取組むとともに、教科教育における環境の学習等に取組

みます。

校内における植物の栽培活動等に取組むと

ともに、教科教育における環境の学習等に

取組みます。

Ｂ

各校において、植物の栽培活動等に取り組

むとともに、教科教育における環境の学習

等を実施しました。

⑦情報教育の推進

各校において、情報モラル年間指導計画に基づ

いた児童生徒の発達に応じた指導を行います。

保護者を対象に含めた携帯電話・インターネット

及びモラルに関する研修を行っています。

継続 学校教育課

小学校低学年から発達段階に応じて情報機器に慣れ親しみ、活用できる力を身に付けます。

タブレット端末及びICT機器等を積極的に授業に取り入れ、わかりやすい授業づくりを進めま

す。

小学校低学年から発達段階に応じて情報

機器に慣れ親しみ、活用できる力を身に付

けます。

Ｂ

小学校低学年から発達段階に応じて情報

機器に慣れ親しむ教育を進めることができ

ました。

タブレット端末及びICT機器の活用を通し

て、情報モラルの習得と情報活用能力を養

うように今後も努めます。

⑧国際理解教育の推進

外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、市内各小・中

学校における外国語活動・英語教育を推進しま

す。

各小学校において外国語活動の時間が創設さ

れ、コミュニケーション能力の素地を養うための

取り組みを進めています。中学校においても学

習指導要領の実施に伴い、さらなるコミュニケー

ション能力の育成を進めています。

継続 学校教育課

外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、市内各小・中学校における外国語活動・英語教育を推進し

ます。

平成27年度から3年間にわたり国の委託事業「外国語教育強化地域事業」を活用し、調査・研

究を進めてきた教育実践を活用するとともにその実績を広く南丹市内の小学校に波及させ

る。2030年の学習指導要領の改訂にむけた先進的な研究実践に取組み、グローバル社会に

対応する教育の研究を進めます。

2030年の学習指導要領の改訂にむけた先

進的な研究実践に取組み、グローバル社会

に対応する教育の研究を進めます。

Ｂ

「英語教育強化地域事業」で得た研究実践

を全市に波及させるべく取り組みを進めるこ

とができました。小・中学校の教員を対象と

した研修を行い、小学校教員の英語授業力

の向上と中学校の英語教育の高度化の在

り方について認識を深めました。

⑨スポーツ活動の推進

青少年スポーツ育成事業

団体育成事業

スポーツ振興基本計画に基づき、児童生徒の

体力向上に向けた取り組みを進めます。青少年

スポーツ育成事業として、市内各種競技会（駅

伝競走大会など）への子どもの参加を促進する

とともに、スポーツ少年団や体育協会、総合型

地域スポーツクラブ等と連携し、児童生徒の健

全育成を行います。

また、各団体との連携のもとに、各種スポーツ

活動の推進、指導者の育成などの取り組みを

進めます。

継続 社会教育課

体育協会やスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブと連携し、大会や教室、指導者向け

の講習会等を実施します。

サッカー教室や駅伝大会、スポーツ少年団指導者研修会、野球肘検診事業を実施します。

市内の子供たちにより多く参加してもらうため、学校を通じて参加募集の広報を行います。

学校を通じて参加募集をし、スポーツ少年

団入団フェスティバルを開催しました。

上記を皮切りに、カヌー教室の実施のほ

か、体育協会やスポーツ少年団や指導者研

修会などの事業を実施します。

Ｂ

カヌー教室の実施の他、体育協会やスポー

ツ少年団との連携によるスポーツフェスティ

バルやジョギング大会、講演会、野球肘検

診などの事業を実施しました。

各事業において、市内全校への広報を行

い、カヌー教室では定員を超える参加申込

を得ることができました。また、ジョギング大

会については前回大会を大幅に上回る申

込を得ることができました。

しかし、講演会については同じく広報したも

のの思うような参加につながらなかったた

め、募集方法について検討することが課題

です。
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資料 1-2

⑩教育環境の整備

安全・安心な学校教育環境整備

情報教育機器整備事業

平成26年9月に「南丹市教育振興基本計画」を

策定しました。今後はこの計画趣旨に基づく教

育環境整備について、引き続き、安全・安心な

学校づくりを最優先しながら具現化を図っていき

ます。学校施設の耐震補強を主とした「安全・安

心な教育環境整備」の他、快適な教育環境の整

備や、ＩＣＴ環境の整備を図ります。平成27年度

末には耐震化率を100％となるように必要な整

備を促進するとともに、「南丹市教育振興基本

計画」に基づき具体施策の展開を図っていきま

す。

継続 教育総務課

耐震化の完了により、28年度からはアメニティー豊かな学校環境の整備に向け、小中学校の

普通教室等へのエアコン設置工事を進めます。

また、小中学校での校内ＬＡＮ整備工事を進めます。

〇空調配備・・・小学校の対象教室に空調設置をし、市内小・中学校において7月から使用で

きるよう学習環境の整備を進めます。

〇ICT環境・・・中学校3校に校内LAN整備工事を実施するほか、中学校1校において情報機器

の導入（更新）を実施し、情報教育環境の整備を進めます。

〇学習環境整備・・・老朽化した施設を改修し、学習環境の改善を図ります。

○ＩＣＴ環境

本年度中学校1校において情報教育機器の

導入を計画しており、10月には市内小・中学

校全てにおいてICT教育環境整備が完了す

る予定です。

〇学習環境整備

施設の改修（グラウンド1校（殿田中学校））

にあたり、工事準備（設計）を進めている段

階です。

Ｂ

○空調配備

平成29年6月末をもって小学校普通教室へ

の空調設備設置工事が完了し、7月より全

ての小・中学校において快適な環境の中で

授業を受けることができ、教育環境の改善

が図られました。

○ＩＣＴ環境

平成29年度に3中学校の校内ＬＡＮ整備工

事を実施し、全ての小・中学校の各教室に

おいてパソコンやタブレット等を利用しICT教

育がおこなえる施設整備が整いました。

また、中学校1校においてパソコン・タブレッ

トの導入を行いました。

翌年度に中学校1校において情報教育機器

の導入を計画しており、市内小・中学校全て

においてICT教育環境整備が完了する予定

です。

⑪教職員の資質向上

「特別支援スキルアップ講座」、「教務運営研修

講座」、「学校経営・運営研修講座」など各年代

に応じてその資質や能力を高める継続的研修

講座を実施します。また、「南丹市夏季研修大

会」、「教育課程南丹市研究大会」など全教職員

を対象とする研修会を実施します。

校内研修会等での講演や指導助言などによっ

て、教職員の専門性・指導力の向上を図りま

す。

継続 学校教育課 教職員の研修講座を開催したり、先進校視察など実施し、教職員の資質向上を図ります。

夏季研究大会のほか、各種研修会を実施し

ます。

Ｂ

教育研究事業を中心とした研修や先進校視

察を実施し、教職員の資質向上に努めまし

た。

夏季研修大会

外国語教育強化地域拠点事業の研究発表

⑫教職員評価制度の活用

自己評価システムを活用します。目標設定から

実践においては、管理職の指導・助言のもと実

施します。

継続 学校教育課

自己評価システムを活用します。目標設定から実践においては、管理職の指導・助言のもと

実施します。

自己評価システムを活用します。目標設定

から実践においては、管理職の指導・助言

のもと実施します。

Ｂ

自己評価を活用し、上昇のスパイラルで教

職員の業務に対する意欲を高めることがで

きました。

⑬確かな学力の定着

基礎学力を定着させ、きめ細かな指導を行うこ

とができるよう、「京都式少人数教育」の活用や

指導形態を工夫し、学力充実に繋がる習熟度

別学習等の指導工夫を図ります。そのため、児

童生徒の実態に応じた少人数授業を実施しま

す。

継続 学校教育課

児童生徒の興味・関心を引き出し、学びの意欲を高める工夫の実践をするとともに、言語活動

の充実による「こどばの力」の育成を図ります。

児童生徒の興味・関心を引き出し、学びの

意欲を高める工夫の実践をするとともに、言

語活動の充実による「こどばの力」の育成を

図ります。

Ｂ

読書活動を中心とした学びの意欲を高める

事業を実施できました。

⑭学校施設の開放

社会体育並びに文化振興を図るために、継続し

て市内学校体育施設を開放し、文化・スポーツ

活動の普及及び幼児・児童の安全な遊び場の

確保を図ります。安心・安全な施設管理を行い、

生涯にわたってスポーツに親しむ場の確保を図

ります。

継続 社会教育課

各小学校、中学校の体育館等を開放し、親子等でスポーツを楽しむ機会の確保を図ります。

利用できる施設等の情報を提供します。

各小学校、中学校の体育館や陸上競技場

など多くの施設を開放し、体育協会及び競

技団体と連携した様々なスポーツの種目を

楽しめる事業を行います。引き続き、気軽に

参加できる雰囲気づくりと広報活動が課題

です。

Ｃ

各小学校、中学校のグラウンドや体育館な

ど多くの施設を開放し、体育協会及び競技

団体と連携した様々なスポーツの種目を楽

しめる事業が実施できました。

事前申込や参加料が不要な種目が多かっ

たが参加者数が低迷しており、確実に参加

者を確保するための仕組みや気軽に参加

できる雰囲気づくりと広報活動が課題です。

⑮学校評議員制度の活用

コミュニティ・スクール導入促進

事業

各学校での学校評議員会の活動を充実させる

ことで、より一層の学校の取り組み及び地域連

携の充実を図ります。制度の意義を十分活用で

きる体制づくりを検討します。

継続 学校教育課

小学校再編に伴い開校した園部・八木の新たな学校については、コミュニティ・スクールの導

入を進めるため、学校評議員にかわり、コミュニティ・スクール推進委員を任命し、新たな学校

づくりを推進します。

園部・八木の各小学校に続き、今年度は日

吉・美山の小学校についても学校運営協議

会が設置された。地域とともにある学校づく

りを推進します。

Ｂ

小学校だけでなく中学校においても熟議や

ワークショップを重ね、地域社会総がかりで

子どもを育むための取り組みを進めること

ができました。

平成30年度はすべての小学校で学校運営

協議会を設置します。

⑯地域資源と人材の活用

地域の優れた指導者を活用し、文化芸術活動、

運動部活動の充実を図り、家庭・学校・地域社

会の一層の連携を図ります。小学校では主とし

て文化芸術活動等へ、中学校では主として部活

動等の指導を実施します。

継続 学校教育課

地域の優れた指導者を活用し、文化芸術活動、運動部活動の充実を図り、家庭・学校・地域

社会の一層の連携を図ってきた。土曜活用を含めた教育を推進します。

地域の優れた指導者を活用し、文化芸術活

動、運動部活動の充実を図り、家庭・学校・

地域社会の一層の連携を図ってきた。土曜

活用を含めた教育を推進します。

Ｂ

土曜活用を中心に取り組みを進めることが

できました。
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資料 1-2

①調査研究の推進と相談体制づくり

いじめや不登校などを未然に防止し、早期解決

を図るため、全小・中学校を対象にしたスクール

カウンセラー体制の整備、スクールソーシャル

ワーカーや「心の居場所」サポーターを配置し、

各校における教育相談を児童生徒、保護者そ

れぞれを対象に実施しています。

今後は、児童生徒たちによるいじめをなくすため

の主体的な組織づくりや、児童生徒の支援を行

うための効果的な取組について、調査・研究を

行います。

拡充 学校教育課

いじめや不登校などを未然に防止し、早期解決を図るため、全小・中学校を対象にしたスクー

ルカウンセラー体制の整備、スクールソーシャルワーカーや「心の居場所」サポーターを配置

し、各校における教育相談を児童生徒、保護者それぞれを対象に実施します。

いじめや不登校などを未然に防止し、早期

解決を図るため、全小・中学校を対象にした

スクールカウンセラー体制の整備、スクール

ソーシャルワーカーや「心の居場所」サポー

ターを配置し、各校における教育相談を児

童生徒、保護者それぞれを対象に実施しま

す。

Ｂ

いじめの未然防止、早期発見、早期解決を

常に意識した各学校を中心としたきめ細か

な取り組みを進めました。

いじめ調査の実施　年3回

スクールカウンセラー配置状況　5人

（園部小1人、園部中・八木中・殿田中・美山

中学校に各1人）

スクールソーシャルワーカー配置状況　1人

　（園部中学校1人）

②相談にあたる専門的人材の育成

市が主催する研修講座の開催や、スクールカウ

ンセラー等の専門的講師による校内研修を実

施するとともに、いじめ防止対策推進法に地方

公共団体が講ずべき基本施策として記載されて

いる、いじめ防止等の対策に従事する人材の確

保に努めます。

継続 学校教育課

市が主催する研修講座の開催や、スクールカウンセラー等の専門的講師による校内研修を実

施します。

市が主催する研修講座の開催や、スクール

カウンセラー等の専門的講師による校内研

修を実施します。

Ｂ

府教委主催の研修会に参加するなど、人材

確保に努めました。

今後も引き続きスキルアップとともに人材確

保に努めます。

③家庭・地域・学校との連携と啓発の

推進

要保護児童対策地域協議会や京都府家庭支援

総合センター、保健所等と連携し家庭支援を進

めるとともに、学校と警察の連携による非行防

止の取組を実施します。今後、いじめ防止に係

る関係機関や地域関係者などとの連携を促進

します。

継続 学校教育課

要保護児童対策地域協議会や京都府家庭支援総合センター、保健所等と連携し家庭支援を

進めるとともに、学校と警察の連携による非行防止の取組を実施します。今後、いじめ防止に

係る関係機関や地域関係者などとの連携を図ります。

要保護児童対策地域協議会や京都府家庭

支援総合センター、保健所等と連携し家庭

支援を進めるとともに、学校と警察の連携に

よる非行防止の取組を実施します。今後、

いじめ防止に係る関係機関や地域関係者な

どとの連携を図ります。

Ｂ

要保護児童対策地域協議会の会議に積極

的に参加し、連携を図りました。

①図書館事業の充実 講座開設事業

図書館が子どもたちの「つどう・むすぶ・まなぶ」

場になるよう、事業の充実に努めます。４館

（室）で図書館職員による様々な講座を開催して

います。

今後は季節ごとに図書館講座（工作会）等の開

催、市内小・中学生を対象にしたオーサービジッ

ト（作家とのふれあい）事業の開催を検討しま

す。

継続 社会教育課

「おはなし会」「工作会」「お楽しみ会」を開催します。今年度は、文化博物館・中央図書館が開

館20周年を迎えるため、これを記念して高畠那生絵本原画展を共催事業として開催し、絵本

作家を招き、ワークショップを催します。また、図書館では会期中におはなし会等を開催し、多

くの人に絵本の楽しさを広めます。各図書館室では、季節に合せた「お楽しみ会」を開催しま

す。

小、中学校と連携をとり、著者訪問の貴重な機会から児童・生徒の読書意欲の向上に結び付

けます。

現時点では、月毎の「おはなし会」、「工作

会」を開催し、子どもたちへ本の楽しさを伝

えられている。

「お楽しみ会」「著者訪問事業」については、

これからの事業として取り組む。また、小、

中学校との連携においても進めていきま

す。

Ｂ

28年度に引き続き、29年度は各図書館・室

において、毎月「ちいさい子のおはなし会」を

開催。各図書館ごとに、「工作会」や、夏、冬

に行う「お楽しみ会」で子ども達を対象にし

た取り組みのほか、6月17日に著者の訪問

により、直接話を聞くことで、図書への関心

だけでなく、自らに問いかけることの出来る

講演会を行うことが出来ました。一般向き講

演会46人。学校訪問講演会370人。

②読書活動の推進

市民の生涯学習の一環として、読書ボランティ

ア養成講座を実施しています。

ボランティア同士の連携を密にするために、連

絡協議会を立ち上げ活動の幅を広げていく方向

をめざします。まずは、読書ボランィア連絡協議

会の立ち上げに向けての調整会議を行います。

また、スキルアップ講習会を開催します。小学校

の再編に伴い学校図書指導員の配置が変わる

ので、定例会の持ち方や連携が課題となってい

ます。

継続 社会教育課

ボランティアグループが主体となって活動する読書ボランティア連絡協議会の立ち上げが完了

し、継続してボランティアグループの研修事業に図書館が支援します。

ことばの力育成支援員との交流（学校教育課との連携）を行います。

地域における子どもの読書活動を推進するため、読書ボランティアや、ことばの力育成支援員

へ情報提供を行い、互いの連携を目指します。

読書ボランティアとの連携により、より広く本

の楽しさを広めようと努めています。ことば

の力育成支援員への情報提供、連携を行

い、子どもたちの読書活動の推進に務めて

いきます。

Ｂ

平成28年度にボランティアグループが立ち

上げた南丹市読書ボランティア連絡協議会

が本年度も、「読書ボランティア養成講座」

を開催され、図書館も読書推進を進めること

を目的に、運営協力を行いました。

ことばの力育成支援員との交流（隔月）とし

て、情報提供、助言等行いました。

③児童館機能の拡充 児童館管理運営事業

子どもたちの遊びや活動の拠点のひとつである

児童館の機能を有効活用して利用を促進しま

す。

継続 人権政策課

安心安全な児童館の運営、市内児童が交流できる事業の実施などにより、集団性と創造性を

養い健康で豊かな心を持った児童を育成します。

児童館まつり（市内児童の交流事業）を実施し、40人以上の児童の参加を目指します。

8月6日に児童館まつりを開催する予定で

す。

Ｂ

8月10日に児童館まつりを開催しました。

参加者50人。

④教育集会所の活用 放課後児童健全育成事業

青少年の居場所づくりのため、施設の有効活用

を進めます。八木東教育集会所においては図

書室開設事業を行い、隣接する児童館や保育

所と連携した取組を行っています。また、同施設

の2階で放課後児童クラブを開設し、施設の有

効活用を行っています。

施設が老朽化し、改修が必要となっているた

め、利用者の拡大や施設の活用については見

直しを検討します。

継続 社会教育課

八木東教育集会所で引き続き放課後児童クラブを開設しています。

平成29年度から従来の小学1～4年生に加え、小学5年生の児童を事業対象としています。

平成30年度からは6年生を受け入れる予定としています。

八木東教育集会所で開設していた児童クラ

ブは移転をしました。

図書室については引き続き開設していま

す。

今後の活用については、地域と連携し検討

していきます。

Ａ

八木東教育集会所の図書室開設により地

域住民の利用が図れています。

2階で開設の放課後児童クラブについては、

3月に移転しました。

⑤公民館事業の充実 公民館講座

親子料理教室等の体験活動への参加者の拡大

を図り、親子のふれあいを推進します。

今後は、市内全域での公募を行うとともに、周

知・募集方法を検討します。

継続 社会教育課

園部公民館講座、八木公民館講座として独立していたものを「公民館講座」として位置づけ、

広く市民の参加を募っています。

講座や会場を分散することにより受講生の増を図ることとしています。

市民のニーズに合った講座を開設すること

により参加者が増えています。また、新たな

講座を実施することで、一人でも多くの方が

公民館に来ていただけるよう計画していま

す。

Ａ

広報を積極的に行うこと、また参加者の口コ

ミ等により講座の参加者が増えました。

参加者が固定化されている事業があること

から、市民ニーズに合った講座の企画が求

められます。
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目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

業 務 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

⑥国際交流事業の推進 南丹市国際交流推進事業

南丹市国際交流協会と連携し、グローバルな視

野と感覚をもった青少年を育成するため、「多文

化共生」をキーワードに国際理解の推進に努め

ます。また京都府内の留学生や市内在住の外

国人の方々との異文化交流事業を進めていき

ます。

サイパン島青少年らの訪日団と市内中学生との

交流会を実施します。子どもたちのための国際

理解事業として、外国の遊びを外国人と共に体

験するといったイベントを実施します。

京都府内に住んでいる外国人留学生と市内在

住の外国人、市内の子どもたちを対象に交流事

業を実施します。

今後も、外国人と子どもたちを対象に、相互の

国際理解に寄与するイベントを開催する他、国

際理解・国際交流活動を行うボランティアに情

報提供等の支援を行っていきます。

継続 地域振興課

なんたにあんkid'sカーニバル

　毎年1回、子どもたちのための国際理解事業として、イベントを開催します。

絵画コンクールの実施

　市内在住の小学生を対象に「つながれ！世界とわたしたち」をテーマに絵画の募集・表彰・

展示を行います。

フィールドトリップ in Nantan

　京都府内在住の外国人留学生と、市内在住の外国人、市内の子どもたちを対象に、交流事

業を実施します。

　小中学校への外国人派遣協力

　市内の小学校からの依頼に基づき、外国人の派遣・紹介を行います。

サイパン島青少年訪日団との交流

　毎年2月ごろに訪日されるサイパン島青少年訪日団と、南丹市国際交流協会が工場見学や

昼食会を実施し、多文化交流を図ります。

なんたにあんkid'sカーニバル

　10月21日開催予定です。

絵画コンクールの実施

　10月20、21日に展示予定（表彰21日）で

す。

フィールドトリップ in Nantan

　9月9日実施予定です。

小中学校への外国人派遣協力

　現時点で対応件数0件です。

サイパン島青少年訪日団との交流

　2月実施に向け調整中です。

Ｂ
ＢＢ
Ｂ

・なんたにあんkid'sカーニバル

11月19日（日）に国際交流会館コスモホー

ルにて開催し、150人余りの参加がありまし

た。昨年度は5か国のブース出展でしたが、

今年度は7か国とNICCO（日本国際民間協

力会）・JICA（国際協力機構）のブース出展

があり、世界の国々の多様な文化に触れ、

国際理解を深めました。

・フィールドトリップ in Nantan

10月７日（土）に美山町の旧大野小学校に

て開催し、約110人の参加がありました。座

禅のほかうちわの絵付けや太鼓の体験を

通し、外国人留学生が日本文化に触れる機

会になりました。

・小中学校への外国人派遣協力

今年度は3件の派遣協力ができました。学

校側の年間スケジュールとの調整が今後の

課題です。

・サイパン島青少年訪日団との交流

2月13日（火）14日（水）の2日間にかけて、

サイパン島青少年訪日団が南丹市を訪問さ

れました。工場見学や市内の児童との交流

会を通じ、多文化交流についての理解を深

めました。

⑦自然学習の推進

郷土資料館での体験講座や公民館事業におけ

る水辺の観察など地域資源を活かした親子の

体験活動を実施しています。味噌づくりなどの

郷土食の伝承講座も開催しています。移築民家

や中庭を活用した取組を公民館事業等と連携し

展開するとともに、郷土資料館での体験事業

は、事業内容が恒常化していることから、新たな

メニューを取り入れ、参加拡大の方策を検討し

ます。

継続 社会教育課

日吉町郷土資料館体験講座として「洞窟探検」を実施します。

郷土の学習講座として位置づけて実施します。

「府民の森」で洞窟体験を実施しました。洞

窟内では豊かな自然を体験することができ

ました。今後は広報活動について検討を加

えていければと考えています。

Ｂ

日吉町郷土資料館体験講座として春に府民

の森との連携事業「新緑祭」を開催し、「紙ヒ

コーキ飛ばし大会」や「洞窟探検」など、親

子のふれあえる機会が提供できました。夏・

秋・冬には郷土食に関する「ほお葉ご飯づく

り」や「みそづくり」講座を継続して開催し、

郷土への関心を高めることができました。た

だ、講座には親子での参加は少なく、今後

内容を検討する必要があります。

また、かやぶき屋根の構造を学んだ公民館

「歴史講座」との連携事業では、郷土で伝わ

る伝統技術を学ぶことができました。

水辺の観察は7月8日、17日の2回実施し、

22人の参加者がありました。

⑧世代間交流の推進 放課後子ども教室推進事業

市内で年に3～5回、「京のまなび教室（放課後

子ども教室）」により、地域の方々と共同作業等

でふれあい、交流を深めています。地域のサ

ポーターを増やし、市域全域に広め、平日（水曜

日等）の開設を計画します。

拡充 社会教育課

継続的に美山管内の小学校で、宮島教室、由良川教室として放課後子ども教室推進事業を

実施しています。

旧小学校区において放課後子ども教室が開設できるよう推進していきます。

特別講師派遣事業を含め他校へ広げていきます。

市内5か所（宮島教室、知井教室、平屋教

室、摩気教室、神吉教室）で放課後子ども

教室が実施されています。特別講師派遣事

業を活用し、子どもたちが様々な体験がで

きる機会を増やしていきます。

Ｂ

4教室（5講座）を開設することができました。

今後も教室実施数を増やすため広報をして

いきます。

宮島教室

由良川教室（2講座実施）

摩気地域教室

八木神吉教室

⑨スポーツ活動の充実・参加促進

青少年スポーツ育成事業

団体育成事業

スポーツを通じて児童の健全育成を図るため、

子どもや親子で参加できるスポーツ活動の充

実、提供に努めます。市内各種競技会（駅伝競

走大会など）における親子での参加を促進する

とともに、親子カヌー教室など親子で実施するス

ポーツ事業を実施しています。

今後も、いつでもだれでもスポーツに親しむこと

ができる環境の充実を図ります。また、一人でも

多くの子どもにスポーツの歓びを提供できる場

の充実を図ります。

継続 社会教育課

体育協会やスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブと連携し、大会や教室、指導者向け

の講習会等を実施します。

サッカー教室や駅伝大会、スポーツ少年団指導者研修会、野球肘検診事業を実施します。

市内の子どもたちにより多く参加してもらうため、学校を通じて参加募集の広報を行います。

全市的に学校を通じて広報を行い、スポー

ツ少年団と関係団体の連携や市内企業の

支援のもと入団体験フェスティバルが多くの

参加者に恵まれ開催できました

また子どもたちの体を守るため野球競技者

の子どもたちを対象に野球肘の検診や指導

者向けの研修会を実施する予定です。

Ｂ

カヌー教室の実施の他、体育協会やスポー

ツ少年団との連携によるスポーツフェスティ

バルや講演会、ジョギング大会、野球肘検

診などの事業を実施できました。

各事業において、市内全校への広報を行い

カヌー教室では定員を超える参加申込を得

ることができました。また、ジョギング大会で

は前回大会を大きく上回る申し込みを得る

ことができました。

しかし、その他の事業については同じく広報

したものの思うような参加につながらなかっ

たため、募集方法について検討することが

課題です。

⑩子ども会活動への支援 青少年活動事業

地域と子どもとのつながりを強め、児童の健全

育成を促進するとともに、地域の教育力の向上

をめざす子ども会運営を支援します。安心して

活動が進めらるよう、子ども会保険の加入を継

続します。また、必要に応じて活動の助言を行

います。

継続 社会教育課

市で子ども会行事に関する保険に一括して加入します。

子ども会活動を間接的に支援します。

子ども会行事に関する行事の保険に一括で

加入しています。

Ａ

事業実施上の必須内容として毎年実施して

います。各地域の子ども会からの報告書を

集約し、各地域からの問い合わせへ対応し

ました。事故への補償が備わる事で、子ども

会活動が活発に行われました。

⑪有害環境対策の推進

南丹市青少年育成協会と連携して、青少年の

健全育成に係る諸事業を実施しています。

また、京都府社会環境浄化推進委員と連携し

て、有害図書や携帯電話取扱店、刃物取扱店

舗などに対して自主的措置を働きかけるととも

に、児童生徒に対して、「有害」と位置づけられ

ているものについての正しい理解と認識を啓発

するため、研修会等の実施を図ります。

継続 社会教育課

青少年健全育成の取組として「あいさつ標語」を募集します。あいさつを交わすことにより家庭

と地域と子どもたちとのつながりが芽生え、広がっていくよう標語を活用し広報に努めます。ま

た、小学生が大麻を所持していたことの報道を受け、ＰＴＡと連携し講演会を開催していく予定

です。

今年度は、研修会等の開催は予定していま

せんが、青少年健全育成の取組として「あ

いさつ標語」の募集について現在進めてお

ります。また、その標語を使った「あいさつ

運動」を開催します。図書館と連携し、共催

で事業を開催する予定です。

Ｂ

市内小学6年生を対象にあいさつ標語を募

集し、191作品の応募がありました。入賞6

作品には所属校へ訪問し、表彰状と図書券

を授与し、啓発グッズに標語を掲載し、参加

児童のモチベーションを上げることができま

した。兵庫県立大学から講師を招き「スマホ

時代を生きるこどもたちのために」を演題と

して研修会を8月に市ＰＴＡ連絡協議会との

共催により実施し、薬物に対する理解を深

めることができました。
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【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

①パパママ教室の充実 母子保健事業

親となり、子育てすることへの心身の準備と、産

前産後の不安の軽減・解消を図るための支援を

行います。「パパママ教室」を実施し、出産に向

けて心と体のケアと栄養の話や交流を通して、

パパママの仲間づくりや、心と体の準備や食生

活を見直すきっかけづくりを行います。パパママ

の参加率を高めるため、教室内容を見直しなが

ら実施していきます。

継続 保健医療課

年間3クール(2回シリーズ)で実施しています。1回目に栄養・助産師の講演・交流、2回目に歯

科指導・体操・出産準備や出産後の制度等の説明を行っています。今年度からマタニティジャ

ケットを着用したパパの体験も充実します。また、平成29年度より「パパママ教室つうしん」を

作成し、教室参加前（マタニティー訪問）に妊婦とその配偶者にも情報提供・啓発を行い、教室

参加意識を高めています。

年間3クール(2回シリーズ)の教室を継続します。

年間3クール(2回シリーズ)で計画していま

す。

1クール1回目が終了したところで、参加者

は、ママ12名、パパ6名と昨年度よりやや多

く、特にパパの参加は昨年に引き続き多い

状況です。

仕事等で参加できない方には、「パパママ教

室つうしん」をマタニティ訪問で手渡ししても

らい、情報提供・啓発を行っています。

Ｂ

年間3クール(2回シリーズ)で実施しました。

来所がなかった方にもマタニティ訪問時に

教室内容を啓発することができました。

平成29年度の参加率は16.34％(55名)、配

偶者は11.53％(32名)であり、パパの参加が

増加しています。

今後も受診率が高まるよう教室を周知しな

がら妊娠期から母性父性を高める支援を

行っていきます。

②新生児訪問の充実 母子保健事業

育児についての正しい知識の普及を図るととも

に、発育や発達の不安も解消できるよう新生児

訪問及び乳児訪問を実施しています。出生日・

里帰り日等の情報を早めに得ることで、早期の

訪問実施をめざします。

継続 保健医療課

妊娠届時に出生時のはがき通知、赤ちゃんの訪問を説明しています。出生届の確認により、

各担当地区保健師より、訪問の予約、訪問を行っています。

母子の健康状態の確認、相談とともに予防接種や制度説明を行っています。必要なケースに

ついては継続訪問、栄養士との同伴などで対応します。

新生児期(生後28日)の訪問が理想ですが、里帰り等あるため新生児期の訪問ができないこと

があるため、乳児前期健診実施までに全員訪問します。

出生届情報をもとに、早期に地区担当保健

師が連絡し、母子の健康状態の把握、適切

な時期に訪問対応を行っています。子育て

に対する正しい知識の提供をし、不安の解

消に努めています。

対象者　49人（平成30年6月末時点）

長期に里帰りをする方が増えている中、里

帰り先に訪問を依頼するなどの対策を行っ

ています。

Ｂ

赤ちゃん訪問を行い、母子の健康状態を把

握し、子育てに対する正しい知識の提供を

行い、不安の解消に努めました。

（平成29年度）

赤ちゃん訪問数　164人

　　　　 うち未熟児19人

　　　　 うち新生児39人

③妊娠・出産・産後支援の実施

母子保健事業

育児支援事業

従来の母子保健サービスに加え、出産直後から

の育児不安や心身の不調を持つ妊産婦に対し

て、個々のニーズに応じた支援が必要となること

から、妊婦健診や新生児訪問を通じ支援が必要

な者を把握し、妊産婦の状況を踏まえ、育児支

援や家事支援といった具体的支援を図っていき

ます。

新規

保健医療課

子育て支援課

(保健医療課）

妊娠届・赤ちゃん訪問・乳幼児健診時にアンケートを実施し、育児不安や悩み等を把握し、各

保健事業を通して悩みや育児不安の解消又は軽減するよう訪問や子育て相談等行います。

母子保健サービスを継続し、保護者のアンケートを毎年実施し、ニーズの把握を行います。ア

ンケート結果で、育児不安や悩みがある人の減少をめざします。

（子育て支援課）

産前・産後サポート事業として、京都府主催の講座を受講したケア専門員が家庭訪問を行い

相談支援をし、必要な家庭には支援員が家事支援、育児支援の訪問サービスを行うことによ

り、家庭や地域での妊産婦の孤立化の解消と、精神的・身体的負担の軽減を図ります。

（保健医療課）

妊娠届・赤ちゃん訪問・乳幼児健診時にア

ンケートを実施し、個々のニーズを把握し悩

みや育児不安の解消に努めています。

平成30年10月からは、利用者支援事業母

子保健型を開設し、妊娠届出時には必ず保

健師等の専門職が面接を行うことにより、支

援が必要な妊婦を早期に発見し、関係機関

と連携することにより不安を解消し支援につ

なげていきます。

（子育て支援）

産前産後サポート事業では、ケア専門員に

よる妊産婦の訪問が22件、訪問支援員によ

る訪問支援は延べ18件です。（平成30年6

月末時点）

ケア専門員の訪問については、訪問の約束

をするために電話をしてもつながらず、その

まま出産を迎えてしまうこともあります。連

絡がつながらなくても訪問し、資料を渡して

情報提供していくことで産後の支援につな

がるように実施していきます。

Ｂ

Ｂ

（保健医療課）

妊娠届・赤ちゃん訪問・乳幼児健診時にア

ンケートを実施し、個々のニーズを把握し悩

みや育児不安の解消に努めました。

（子育て支援課）

平成29年度の産前産後サポート事業では、

ケア専門員による妊産婦の訪問が63件、訪

問支援員による訪問支援は12件です。

ケア専門員の訪問については、訪問の約束

をするために電話をしてもつながらず、その

まま出産を迎えてしまうこともあります。連

絡がつながらなくても訪問し、資料を渡して

情報提供していくことで産後の支援につな

がるように実施していきます。

④育児教室の充実 育児支援事業

離乳食教室、1歳すくすく教室、にこにこ親子教

室を実施し、離乳食実技や子どもとの遊びを紹

介することで、子育て力を高め自信を持って育

児できる環境を整えています。事業内容を見直

しながら継続していきます。

継続 保健医療課

離乳食教室では、実際に親子遊びを行うことで、ふれあいの大切さを伝えています。また、調

理実習中には子どもの保育を行い、保護者が実習に集中できる体制を整え、家庭でどのよう

に離乳食を進めていくのか実践できる形で伝えています。１歳すくすく教室は、遊び・歯科・栄

養と、この時期の悩みになりやすい内容と、これからの成長発達に必要なことを伝える実践型

の教室です。にこにこ親子教室は、親子でからだを使って遊ぶことを中心に、生活習慣の確立

や切り替えの力をつけるための経験の場として実施します。各保健福祉センターで実施するこ

とで、参加しやすい体制を整えていきます。

離乳食教室では、調理実習、試食等家庭で

の実践につながるよう工夫しています。保育

士のふれあい遊びの体験も、子どもがよろ

こぶ姿を見て家でもまたやってみたいと好

評を得ています。参加者：19組（平成30年6

月.末）

1歳すくすく教室は、昨年同様の実施です

が、仕上げ磨きの指導や遊びの実技、幼児

食の試食が好評を得ています。より多くの

方に参加してもらえるよう、後期健診での教

室の啓発を行っています。参加者：15組（平

成30年6月末）

にこにこ親子教室は、園部や八木では希望

者が多く、地域を越えて参加者を受け入れ

ています。身体を使って遊ぶことの楽しさを

感じることで、家庭で実践していただいてい

る人も多くあります。

Ｂ

離乳食教室は、調理実習、試食と実践につ

ながりやすいように実施しています。保育士

のふれあい遊びの体験も、子どもがよろこ

ぶ姿を見て家でもまたやってみたいと好評

を得ています。第一子の親子には、できるだ

け参加をしていただけるよう、声掛けを行っ

ています。

1歳すくすく教室は、回数を減らして実施して

いますが、仕上げ磨きの指導や遊びの実

技、幼児食の試食が好評を得ています。既

に保育所に入所している子も多い中、在宅

児にはできるだけ参加をいただくよう、乳児

後期健診で啓発を行っています。

にこにこ親子教室は、園部や八木では希望

者が多く定員を超えての実施となっていま

す。年度途中に参加希望をされる方もあり、

すでに定員を上回る場合は、他地区のクラ

スに参加される方もおられ、需要の大きさを

感じています。身体を使って遊ぶことの楽し

さを感じることで、家庭で実践していただい

ている人も多くあります。

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）
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資料 1-2

⑤健康診査事業の推進 母子保健事業

各発達段階に応じて身体計測、発達検査、歯科

医による診察、小児科医による診察を行い、乳

幼児の疾病及び障がいを早期発見するととも

に、栄養指導、保健指導を実施しています。ま

た、健診で心理士や作業療法士との相談の場

を設定し、専門的なアドバイスを行っています。

健診などの事業の重要性について啓発するとと

もに、関係機関と連携しながら、未受診者・未参

加者の事業への参加促進と家庭訪問等での支

援、フォロー体制の強化に努めます。

継続 保健医療課

各健診のマニュアルを作成し、適切な健診の実施に努めています。

スタッフが健診前後にミーティングを行い、対象者の状況を把握したうえで従事することで、要

フォロー者の見落としを防ぎ、健診結果で支援が必要とされた場合は、各関係機関と連携をと

りながら、適切な支援ができるように体制を整えています。

未受診者の把握にも努め、全対象者の健診参加を促すため取り組んでいます。

受診率100％を目指します。健診受診が困難な場合は、可能な手段で状況把握に努めます。

フォロー率100％を目指します。

乳幼児健診を実施し、未受診者へは健診の

勧奨を行い、できるだけ健診をうけるよう受

診勧奨していますが、どうしても健診受診が

困難な者には、訪問や電話連絡、保育所幼

稚園や医療機関等関係機関と連携し、全数

の状況把握を行っています。

平成30年6月末現在の未受診者は合計12

人ですが、長期里帰りのため他市に依頼し

ているものが2名を除き、電話・訪問による

確認や、関係機関と連携して全数状況の確

認はできています。

医療受診が必要となったものには紹介状を

発行し、受診結果の把握に努めています。

Ｂ

前年度の健診事業の評価を行い、課題の

精度管理を行いました。各健診の受診率は

96％を超えており、高い受診率を維持して

います。未受診者については、受診勧奨を

行うと共に、訪問等で様子を確認し、把握し

ました。また、健診の場でフォローが必要と

なったケースについては、担当保健師が中

心となり、専門職の相談や保育所等と連携

し、継続的なフォローを行いました。

健診受診率(平成29年度)

乳児前期健診　　　　100％

乳児後期健診　　　　99.5％

1歳8カ月児健診　　　100％

2歳5カ月時健診　　　96.9％

3歳5カ月時健診　　　98.0％

⑥乳幼児の事故防止・救急処置の啓

発

母子保健事業

健診時にパンフレットを配布し、保健指導時に、

事故防止や安全対策、救急処置の啓発を行っ

ています。定期的な啓発が必要という認識のも

と継続していきます。

継続 保健医療課

乳幼児健診の保健指導の際、パンフレットでその時期に起こりやすい事故への注意を促し、万

が一の場合の連絡先や対応を伝えています。各健診のカルテにチェック欄を設け、指導の漏

れを防いでいます。健診会場には、常に目に付く場所に、事故予防のポスターを掲示し、啓発

をしています。

各健診の保健指導の際、必ず事故予防の

重要性を保護者に伝えています。また、育

児支援事業や相談事業の場におていも注

意を呼びかけています。

Ｂ

各健診の保健指導の際、必ず事故予防の

重要性を保護者に伝えました。また、育児

支援事業や相談事業の場におていも注意を

呼びかました。

⑦予防接種の推奨 予防接種事業

疾病予防のため、予防接種を適切に受けられる

よう乳児家庭全戸訪問時、乳幼児健診時等、

様々な機会を通し、予防接種の接種勧奨を実施

しています。

今後も、健診、訪問、相談等で予防接種未受診

者への接種勧奨を行います。

継続 保健医療課

予防接種に関しては、母子保健カードにもチェック欄を設け、乳児家庭の全戸訪問時から乳幼

児健診等、母子に係る機会を通じて、もれなく接種勧奨を実施します。

また、未接種者へは、ハガキなどによる接種勧奨を継続して実施します。

乳幼児の予防接種は努力義務であり、様々な考えがある中、その効果と副反応などの情報提

供を適切に行い、接種率の向上を目指します。

乳幼児健診には必ず予防接種歴を確認し

必要な予防接種を勧めています。子育て相

談や家庭訪問等でも予防接種の説明勧奨

をしています。

また、未接種者への接種勧奨ハガキの送

付を継続して実施しています。

参考：平成29年度予防接種率

　ＢＣＧ( 96.8% )、４種混合( 96.4 %)、２種混

合 (82.2 %)、Ｒ１期( 94.7 %)、  ＭＲ２期(90.6

%)、ヒブ　(96.2 %)、 日本脳炎Ⅰ期( 87.1 %)、

日本脳炎Ⅱ期 (45.3 %)､　小児肺炎球菌

(96.3%)、 水痘(86.4 %)､   子宮頸がん 1人､

B型肝炎 (94.9%)

　※子宮頸がん予防接種は積極的勧奨を

差し控えているため、接種率は出してませ

ん。

Ｂ

乳幼児健診には必ず予防接種歴を確認し

必要な予防接種を勧めています。確認のた

め問診項目の見直しを行いました。他の母

子保健事業機会を通じて予防接種の説明

勧奨をしています。

また、未接種者への接種勧奨ハガキの送

付を継続して実施しています。

⑧不妊に関する相談体制の整備 不妊治療費給付事業

不妊治療に関する不安や悩みを解消するため

に、関係機関が連携して、情報提供や相談体制

を確立しています。プライバシーに配慮しながら

相談に応じられるよう努めていきます。

継続 保健医療課

市として独自の相談体制は持っていませんが、必要に応じて、保健所や府に情報提供を求め

ながら、個々の相談などに応じています。市ホームページに府事業や相談窓口へのリンクを

行っています。必要に応じて、保健所や府と連携し、相談に応じます。

独自の相談窓口は持っていませんが、電話

等での相談に担当者が対応し、必要に応じ

て、府事業や相談窓口の紹介を行っていま

す。

Ｃ

独自の相談窓口は持っていませんが、電話

等での相談に担当者が対応し、必要に応じ

て、府事業や相談窓口の紹介を行いまし

た。

不妊治療助成申請に係る電話等相談は10

件程度で、制度に関する相談のみです。

⑨不妊治療助成金の支給（再掲） 不妊治療費給付事業

子どもを希望しながら不妊症のために子どもに

恵まれない夫婦に対して、経済的負担を軽減す

るために不妊治療に要する費用の一部を助成し

ます。

継続 保健医療課

子どもを希望しながらも恵まれないため、不妊治療又は不育治療を受けている夫婦に対して、

経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部（自己負担額の1/2）を助成しま

す。

　一般不妊治療：一般不妊治療、人工授精

　不育治療：不育症の原因検査、ヘパリン注射などの治療

　高額になる治療費の負担軽減を図ることで、希望する人に必要な治療を受けやすくします。

不妊治療又は不育治療を受けている夫婦

に対して、経済的負担の軽減を図るため、

その治療に要する費用の一部（自己負担額

の1/2）を助成します。申請件数：延べ8件

（平成30年6月末）

Ｂ

平成29年度申請件数：延べ37件

昨年度より申請件数は少ない傾向にありま

すが、そのうち新規申請は23件と62％を占

めています。

申請者のうち妊娠した方は17人となってい

ます。

⑩不妊治療に関する意識啓発 不妊治療費給付事業

プライバシーに配慮しながらの啓発が求められ

ます。「お知らせなんたん」やホームページ上に

不妊治療助成金制度について掲載し、情報提

供を行います。

継続 保健医療課

お知らせなんたん、ＣＡＴＶで情報提供を実施しています。ホームページ上に掲載し、申請書な

ど窓口に来所しなくても入手できるよう配慮しています。

お知らせなんたん、ＣＡＴＶ，ホームページ掲載により、申請者が広がっていると考えます。特に

ホームページから情報入手し申請をする方が増えています。

お知らせなんたん、CATVによる情報提供を

行います。ホームページから申請者等を入

手し、申請できる等の配慮を引き続き行って

います。

Ｂ

市ホームページで常時情報提供を行い、年

度末に向け、お知らせなんたん、CATVでも

情報提供を実施しました。

ホームページから申請書等入手される方も

増えてきています。
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基本

目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

①地域医療との連携

専門的な医療が受けられる医療機関の確保を

はじめ、地域医療の充実を図るため、京都中部

総合医療センターや地域の医療機関、京都府

等の関係機関と連携を強化していきます。

継続 保健医療課

保健医療課と小児科医療にかかわる医療機関（地元開業医、京都中部総合医療センター）と

の連携会議を継続して実施し、小児保健医療に係る情報を共有し、連携を図っています。

乳幼児健診の適切な実施に向けて、共通理解を図るきっかけになると考えています。

8月2日に医師及び関係機関との連絡会議

を予定し、現在妊娠期からの切れ目のない

支援、乳幼児健診、子どもの発達支援等に

ついて情報の共有と懇談の準備を行ってい

ます。また、歯科医師、歯科衛生士などとの

連携会議も継続して実施する予定です。

Ｂ

8月9日に医師及び関係機関との連絡会議

を実施し、妊娠期からの切れ目のない支

援、乳幼児健診、子どもの発達支援等につ

いて情報の共有と懇談を行いました。また、

9月29日には、初めて歯科医師、歯科衛生

士などとの連携会議を実施しました。

②医療情報の提供・意識啓発

地区医師会と連携し、医療情報や予防接種情

報など情報収集し、保護者へ情報提供していま

す。今後も、医療機関との連携を進めていきま

す。

継続 保健医療課

適宜医師会と連携を持ち、医療情報や予防接種情報を共有します。適宜事業やホームページ

などを通じて情報提供を行います。

特に予防接種については、変更も含めて、地区医師会との連携、各医療機関への情報収集等

を行っています。医師会のホームページでも予防接種の広報をしていただいています。

目標数値で示せるものではありませんが、適宜連携を続けていきます。

適宜医師会と連携を持ち、医療情報や予防

接種情報を共有しています。事業やホーム

ページなどを通じて情報提供を行っていま

す。

Ｂ

適宜医師会と連携を持ち、医療情報や予防

接種情報を共有しました。適宜、事業や

ホームページなどを通じて情報提供を行い

ました。

③かかりつけ医の普及

子どもの発育や疾病等を気軽に相談でき、適切

な医療を受けるために、かかりつけ医を持つよ

う、相談や訪問、乳幼児健診等あらゆる機会を

通じて啓発していきます。あわせて、医療機関に

協力を求めていきます。

継続 保健医療課

訪問や健診、相談などのあらゆる機会を通じて、地域の医療機関の紹介とともに、かかりつけ

医の普及を行います。

訪問や乳幼児健診、相談事業等の事業を

通じて、かかりつけ医を持つよう指導してい

ます。

Ｂ

訪問や乳幼児健診、相談事業等の事業を

通じて、かかりつけ医を持つよう指導しまし

た。

①「食」についての啓発

育児支援事業

母子保健事業

育児支援事業や母子保健事業を通じて栄養の

基礎知識の普及や食育を行っています。離乳食

時期の調理実習も含め、具体的に調理し、与え

方を指導しています。また段階的に各乳幼児健

診の栄養相談で適切な栄養補給と食育につい

て啓発を行っています。

継続 保健医療課

乳幼児健診においては全参加者に個別栄養相談を実施します。また離乳食教室、1歳すくすく

教室においては、それぞれの月齢に応じた食形態を調理実習や試食を交えアドバイスを行っ

ています。にこにこ教室や子育て広場では、親子クッキングを取り入れ、家庭で即実践いただ

けるようなプログラムを実施している。食を通じた子育て、親と子の健やかな食生活を支援して

います。

健診、相談、教室において、南丹市食育推進計画を基とした啓発を継続していきます。また機

会をとらえて啓発の場を拡大していきます。

平成30年度から、パパママ教室では汁物の

試飲を通じて家庭の減塩を考える機会を持

つ予定です。

乳幼児に対する食支援を通して、その保護

者自身への啓発にもつながるように取り組

んでいます。各事業で個別対応や試食など

を取り入れ出来るだけ具体的で使える情報

伝達をおこないます。

個々における食に関する課題や、相談は多

岐にわたり、個別性も高くなっている事より、

今後さらに、個々に応じた啓発を行い、全体

に浸透を図り底上げを行っていくことが課題

です。

Ｂ

乳幼児健診では、全参加者に個別栄養相

談を実施できました。また、各教室において

も集団指導や調理実習、試食を通して、月

齢に応じた食支援を実施しました。個々にお

ける食に関する課題や、相談は多岐にわた

り、個別性も高くなっている事より、今後さら

に、個々に応じた啓発を行い、全体に浸透

を図り底上げを行っていくことが課題です。

②離乳期における食の指導の充実

育児支援事業

離乳食教室を実施し、調理実習、試食等を取り

入れています。乳幼児健診や、子育て相談で栄

養相談を実施し、子どもの成長に応じた食事が

摂取でき、「食」を通じて親子の絆を深め安定し

た子育てができるよう支援しています。

継続 保健医療課

離乳期においては大きく栄養摂取内容が変化する時期であり、また保護者の食に関する悩み

も増えます。一方で、離乳の進み方や児や家庭の状況はそれぞれ異なるため、保護者の思い

を受け止めながら、児の状況を確認し適切なアドバイスに努めていきます。また離乳食教室で

はより実践的具体的なアドバイスを子育て面、栄養面から行います。

乳児前期健診において、児の状態を把握し、全保護者に離乳食についての説明を行います。

また離乳食教室の参加を促していきます。また毎回アンケート調査を実施し、保護者の理解度

やニーズを把握し参加満足度を下げないようにします。

乳児前期健診において全ての保護者に離

乳食の説明、教室参加を促しています。中

でも第1子目の保護者からの質問が多い現

状があるため、特に第1子目の保護者に

は、積極的に教室への参加を呼びかけ、教

室のみならず全ての方に、個別の相談で対

応する機会を設けています。今年度より、

「だし」の試飲に取り組み、減塩に向けて保

護者への啓発につなげています。

離乳食教室に参加しにくい日吉・美山地域

では、子育て相談時に離乳食試食体験を実

施しています。

Ｂ

乳児前期健診においてすべての保護者に

離乳食の説明、教室の参加を促し実施しま

した。

子育て相談では、離乳食教室に参加の難し

い地域の方に対し離乳食、幼児食の試食を

4カ月に1度実施し、より多くの方に対して離

乳期の食事支援をすることができました。
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（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

③給食などを通じた食に関する指導の

充実

保育所では、食べることが生きる力につながる

大事なこととしてとらえ、統一の食育計画に基づ

き、日々の保育を実践しています。

学校では、給食を通して食の大切さを啓発する

とともに、各学校の「食に関する指導計画」に基

づき、教科等に関連づけた授業等を実施し、給

食だより等を通じて食の大切さ等を指導します。

また、給食週間等の啓発期間を設定します。

継続

学校教育課

子育て支援課

（学校教育課）

児童生徒の健康増進を図り、望ましい食習慣を身につけます。

南丹市内4調理場において、「夏バテ予防週間」「風邪予防週間等」等のテーマ給食に取組

み、指導の充実を図ります。

（子育て支援課）

乳幼児期に適した給食献立の検討と、規則正しい生活習慣、バランスの良い食事が家庭にお

いても行えるよう、食育だより等を通して啓発していきます。

（学校教育課）

児童生徒の健康増進を図り、望ましい食習

慣を身につけます。

南丹市内共通献立を実施し、指導の充実を

図ります。

（子育て支援課）

食育だよりを毎月発行し、行事食やいろいろ

な国の料理を取り入れたバランスのある献

立の他、親子クッキング教室を実施し、家庭

における食育の理解を深める取り組みを行

います。

Ｂ

Ｂ

(学校教育課）

児童生徒の健康増進を図り、望ましい食習

慣を身に付けることができました。

（子育て支援課）

食育だよりを毎月発行し、行事食やいろいろ

な国の料理を取り入れたバランスのある献

立の他、親子クッキング教室を実施し、家庭

における食育の理解を深める取り組みが行

えました。

④家庭における食育の推進

育児支援事業

母子保健事業

健康づくり推進事業

適切な食生活が、乳幼児期から学童期、思春期

へと継続されるように、保育所や幼稚園、学校と

連携し、生涯を通じた望ましい食習慣の基礎が

確立できるように、啓発等に取組みます。モデル

校での「弁当の日」の支援を行い、食への感謝・

調理力を身につけ生きる力につなげます。

継続 保健医療課

各教室では、調理実習や試食を交え、より具体的、実践的なアドバイスを行うことで、即家庭で

実践いただけるようなプログラムを実施しています。また、乳幼児の健全な食生活を通して、保

護者や家庭もが健康的な食生活を送ることができるよう家庭単位でみた食育推進支援を行っ

ています。

教室などの啓発については、より具体的、実践的な内容にすることで家庭生活に生かしていた

だけるものにします。「弁当の日」実施については、実施前後のアンケートを児童、保護者等に

とり、全体の変化だけでなく個々の変化を数値で確認し、その影響力を確認します。

昨年度に「弁当の日」を取組んだ4校につい

ては引き続き実施する予定です。

「弁当の日」の取り組みの中で、担当の教職

員の交代により、継続して実施し積み上げ

ていくことが課題であり、今後学校、地域、

行政の役割を明確にし、連絡調整を深め取

組を進めていきます。

Ｂ

継続する事で、下級生にも「弁当の日」が少

しずつ浸透している傾向がみられました。し

かし、児童や教職員が入れ替っていく中で、

継続して実施し積み上げていくことが課題で

あると考えています。今後も他機関との連絡

調整を深めつつ、進めていきます。

⑤地域における食育の推進 健康づくり推進事業

南丹市食生活改善推進員などと連携し、試食体

験や調理実習などを開催します。

継続 保健医療課

食生活改善推進員の養成及び育成を実施し、市と協働して地域における食育推進の担い手と

なっていただいています。毎年おやこ料理教室などの親子向け教室を各支部毎に実施してい

ます。

食生活改善推進員育成講座は毎年実施し、スキルアップの環境づくりをしていきます。また、

食改養成講座を平成27年度から実施しています。3年連続で開催することで、食改員（現在会

員数119名）の増員補強を図ります。また現会員と新会員との交流を行い、地域活動をスムー

ズに行っていただけるよう支援していきます。

平成27年度から3年連続して食生活改善推

進員養成講座を開催し会員の増加が図れ

た。

平成30年度については、会員向けの講座を

開催し、スキルアップを図っていきます。

また、現会員と新会員の交流を定期的にお

こない、地域活動をスムーズにおこなえる様

支援していきます。

Ｂ

平成27年度から3年連続して食生活改善推

進員養成講座を開催し、今年度新たに16人

の新会員が誕生しました。育児サポートを

実施したこともあり、子育て中の方の参加も

あり、若い会員も増え、若い会員への食生

活改善の推進への機動力となっています。

会員による親子クッキングも行われ、調理

力の向上にもつながりました。

⑥児童生徒への食に関する知識の普

及

食に関する知識等について家庭科等の教科に

位置づけるとともに、給食指導を通じて食への

関心を高める取組みを実施します。

継続 学校教育課

食に関する知識等について家庭科等の教科に位置づけるとともに、給食指導を通じて食への

関心を高める取組を実施します。

食に関する知識等について家庭科等の教

科に位置づけるとともに、給食指導を通じて

食への関心を高める取組を実施します。

Ｂ

教科と給食指導を通じて食への関心を高め

る取り組みを行いました。

⑦農業体験などの実施 日吉町郷土資料館体験講座

保育所では、野菜づくりや芋掘り等の菜園活動

やクッキング等、子どもが楽しみながら「食」を体

験する機会を多くもち、「楽しく食べること」を大

事にしていきます。

青少年活動事業で農業体験や調理体験などを

行い地域に根ざした農業体験や食育事業を推

進します。今後も体験指導者の確保に努めてい

きます。

継続

社会教育課

子育て支援課

（社会教育課）

日吉町郷土資料館体験講座として、毎年11月に郷土の伝承料理体験講座と3月に「白みそづ

くり」体験講座を実施します。

継続的に毎年実施していくこととしています。

（子育て支援課）

子どもたちが、食につながる体験を通して、食に対する理解が深まる取組を行います。

(社会教育課）

日吉資料館の移築民家で体験講座を実施

しました。参加者が固定している面で、事業

を継続している効果はありますが、新規参

加者を取り入れるため、広報手段等を工夫

する必要と考えます。

（子育て支援課）

体験を通して、食の楽しみ・大切さについて

理解する取組を行います。

Ｂ

Ｂ

(社会教育課）

日吉資料館の移築民家で体験講座を実施

しました。継続した事業ですが、引き続き新

たな層を取り込む工夫が必要と考えます。

（子育て支援課）

魚の解体や農園活動などの体験を通して、

食の楽しみ・大切さについて理解する取り組

みとなりました。
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南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

⑧食に関する情報の提供 ふるさと農業創生支援事業

南丹市食育推進計画庁内推進委員会にて、ＣＡ

ＴＶ放送を活用し、地域の伝統食や食文化の紹

介を行っています。

南丹市ホームページを活用し、南丹市の美味し

い野菜や直売所情報などを紹介することを検討

します。

継続 農政課

南丹市ホームページとは別に、「南丹市農業ポータルサイト」を立ち上げ、南丹市の美味しい

野菜や直売所情報などを発信します。

（単年度目標）昨年度立ち上げた農業情報ポータルサイトの充実を図り、農業の魅力を伝え、

親子で体験できる機会づくりにつなげていきます。

（31年度目標）　食に関する情報をサイト上に30以上掲載します。

農と食の魅力にあふれる本市の情報発信

のため、市内農家レストラン等の情報収集

を行い、ポータルサイトに掲載することがで

きました。

食農・食育に係る情報掲載はまだ目標数に

は到達しておらず、引き続きサイトの充実に

努めます。

Ｂ

農と食の魅力にあふれる本市の情報を広く

発信するポータルサイトの充実に向け、外

部機関と連携し、市内農家レストラン等の情

報収集を行い、新たな情報を掲載しました。

⑨健康づくり推進協議会による

「弁当の日」の推進

健康づくり推進事業

市内4校の小学校で「弁当の日」を実施していま

す。健康づくり推進協議会構成団体の支援によ

り、各小学校の特色を生かしながら、野菜づく

り、調理実習、保存食づくりを実施し、食への感

謝、調理力が身についてきています。今後も地

域、学校と連携を取り支援を行ないます。

新規 保健医療課

実施校の目的に沿って、野菜づくり、献立作成、調理実習、お弁当詰め、後片付けの一連の流

れを子ども自身がおこなえる力を、健康づくり推進協議会構成団体の支援を受け取り組んでい

ます。5年生～6年生の2年間で、児童の調理力の向上のみならず、バランスや色彩を考えた

弁当づくりが出来る力が付いています。また、支援いただいた健康づくり推進協議会構成団体

の活性化にも繋がり、健康づくり、生きがいづくりの場にもなっています。

31年度には、南丹市内全小中学校に「弁当の日」の取組が広がるよう、健康づくり推進協議会

や、地域、学校と連携を行います。また、実施されている小中学校においては、引き続き支援

を行います。

「弁当の日」を4校で実施。健康づくり推進協

議会構成団体の支援により取り組みを進め

ています。平成30年度は、健康づくり推進協

議会が支援する小学校での「弁当の日」の

知名度を上げ、市民により理解していただ

き、推進力としていく計画をしています。広

報なんたんでの特集や、新聞への掲載や雑

誌への発表等を計画しています。食生活改

善推進員の新会員にも呼びかけ、学校での

活動の場を広げる等、学校を中心として子

どもたちを通して、親、地域、団体へと食育

の輪を広げ、健康づくり、地域の活性化につ

なげていきたいと思います。

Ｂ

「弁当の日」を4校で実施。健康づくり推進協

議会構成団体の支援により取り組みを進め

ました。平成29年度は、健康づくり推進協議

会が主催となり、「弁当の日」の講演会を開

催し、その中で食生活改善推進員協議会、

南丹市女性会が「弁当の日」に関わる実践

発表もされました。今後も「弁当の日」の取

り組みが広がり、浸透するよう健康づくり推

進協議会、学校、地域と連携を行ない、団

体の活性化や健康づくりにつながるよう進

めていきます。

⑩庁内食育推進委員会による食育推

進

健康づくり推進事業

庁内食育推進部会による会議を定期的に開催

し、連携を行なっています。また、ＣＡＴＶ、広報

なんたんを通じて、食育の啓発を幅広く行いまし

た。また、南丹市食育ロゴマークの利用施設の

増加に向けて取り組んでいます。

今後も南丹市健康増進・食育推進計画に基づ

き、食生活と健康、食文化の継承、風土を生か

した食育、食とコミュニケーションの４つの分野を

広く啓発し、食がひとづくり、まちづくりとなるよう

推進を図ります。

新規 保健医療課

毎月1回、庁内食育推進委員会による会議を開催しています。CATVや、広報なんたんでは、

地産地消を基盤として地域の食育の取組や和食文化の継承をテーマに取材し、市民に幅広く

啓発をしています。南丹市食育ロゴマークを申請された施設には「ステッカー」を掲示される取

組も少しずつ広がっています。（現在13施設）

CATVや広報、食育キャンペーンを通し、食生活と健康、食文化の継承、風土を生かした食育、

食とコミュニケーションの4つの分野を広く啓発出来るよう、取組を進めていきます。31年にはさ

らに市内に食育の取組が広がるよう、庁内でも連携をとっていきます。

H29年3月第2次南丹市健康増進・食育推進

計画が作成され、若い頃からの健康づくり・

食育推進をめざし取り組みを進めていま

す。平成30年3月には第2次総合振興計画

が策定され、その中でなんたん健幸都市プ

ロジェクトも大きな柱の一つとして、庁内を

横断的な健康づくりを進めていく基盤づくり

を始めた。庁内食育推進部会では、それぞ

れの分野の食育発信をＣＡＴＶや広報を通じ

て行っています。7月には、庁内の健康増進

部会と食育推進部会が合同で、軽トラ市で

コラボ事業を行い、幅広く啓発を行う予定で

す。

Ｂ

H29年3月第2次南丹市健康増進・食育推進

計画が作成され、若い頃からの健康づくり・

食育推進をめざし取り組みを進めました。平

成29年12月には、庁内の健康増進部会と

食育推進部会が合同で、軽トラ市でコラボ

事業を行い、幅広く啓発を行いました。庁内

食育推進部会では、それぞれの分野の食

育発信をＣＡＴＶや広報を通じて行っていま

す。食育ロゴマークについては啓発が進ん

でいない状況です。（平成29年度　13施設）

①性教育の推進 母子保健事業

性に関すること、生命の尊さに関することなどに

ついての正しい知識の普及啓発を図ります。性

教育の教材の貸出し等を実施します。

継続 保健医療課

赤ちゃん訪問時に、母に対し受胎調節指導を行い、無計画な妊娠や堕胎の予防に努めていま

す。

学校から希望があれば、教材の貸し出しを行っています。

無計画な妊娠や出産の予防のため、教材の貸し出しについては学校の要望に応じます。

パパママ教室や訪問で性や妊娠について

の知識の普及啓発を行っています。

平成29年度には、胡麻郷小学校で命の大

切さについての講話を行いましたが、今後も

希望があれば実施していきます。

Ｂ

赤ちゃん訪問時に保護者に家族計画の話

を行い、計画的出産を推奨しました。

学校への教材の貸し出しは、胡麻小学校に

赤ちゃん人形を2体貸し出しました。

②喫煙・飲酒・薬物の有害性について

の啓発

健康づくり推進事業

未成年者の喫煙・飲酒・薬物等の害について、

市内の高等学校で保健所と禁煙教育を実施し、

正しい知識の普及啓発を図っており、今後も学

校と連携して啓発していきます。

継続 保健医療課

市内の全ての高校と、希望がある小中学校に対して、年に1回、防煙教室を実施しています。

講師は、防煙に取り組むＮＰＯ法人、京都府・市の保健師、地区の薬剤師等の関係者が担い、

リレートーク式で防煙教育を行う事で、多方面からの指導が行えています。また「実際に誘わ

れたらどのように断るのか」など、自分自身に置き換えた場合のワークや、禁煙指導の媒体を

使っての体験学習も重視しています。小中学校の体験型防煙教室への理解と協力を求めてい

きます。31年度には、全ての小中学校にて体験型防煙教室の実施ができるよう取り組んでい

きます。

市内の高校3校については、全て防煙教室

が学校と実施できています。小中学校にお

いても保健所共催での実施校があり、小学

校から、早期の防煙への取り組みを行って

います。

Ｂ

市内の高校3校については、全て防煙教室

が学校と実施できています。小中学校にお

いては、学校独自で実施しているところが多

く、保健所共催での実施校は少ないのです

が、新たな小学校（1校）からの依頼もありま

した。また今年度は小学4年生の実施もあ

り、早期に防煙への取り組みができました。

依頼のあった学校については全て保健所と

一緒に防煙教室を実施しました。

③無煙環境づくりの推進 健康づくり推進事業

学校内での敷地内禁煙を実施するなど、無煙環

境づくりについての意識啓発を行います。

継続 保健医療課

「煙のないまちづくり事業」を通じて、公共施設及び商店等様々な建物の管理者に防煙の協力

を呼びかけ、子供が利用する建物の防煙に取り組んでいます。防煙に対する取組内容によっ

て、「敷地内（建物内）禁煙ステッカー」を掲示しています。

毎年1回、市内の商店を中心に訪問し、防煙の説明をし、協力を求めていきます。

スーパーマーケット、日用品店、薬局等の禁

煙ステッカー掲示を依頼し、禁煙啓発を行

います。

建物内禁煙：117件（平成30年6月末）

敷地内禁煙：54件（平成30年6月末）

Ｂ

薬局やスーパー、飲食店など新設された店

舗や、今まで店舗回りができていない場所

を中心に禁煙ステッカー掲示依頼の店舗回

りを実施。その結果、新たに11件の新規申

込みがありました。今後も店舗回りなどを実

施し、啓発協力を行っていく予定です。

建物内禁煙：114件（新規：5件）

敷地内禁煙：54件（新規：6件）
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南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

④健康教育の推進 育児支援事業

子育て相談、乳幼児健診等通じて、生活リズム

を整えることや食生活の重要性等についてパン

フレットを配布し、個別に指導するとともに、広報

で健康教育を行っていきます。

継続 保健医療課

子育て相談を旧町単位にて月に1回実施しています。乳幼児健診は、各健診、毎月1回園部会

場にて実施しています。3健を除く乳幼児健診は、美山会場においても実施しています。健診で

は、乳幼児の身体的精神的健康の確認、発達の確認を行っています。また、パンフレットや歯

ブラシなどを配布し、栄養面、歯科保健、発達支援など多方向から年齢に応じた育児支援を行

い、予防接種、生活リズムや生活習慣の確立、食生活の指導を行います。

乳幼児健診では、問診票で生活リズムを確

認し、早寝早起の具体的な対策を保護者に

伝えています。健診マニュアルにより、指導

内容の統一を行っています。

乳児後期健診に歯科衛生士による歯科指

導を行い、早期から歯の健康管理について

指導しています。

年に一度、健診担当医とその他のスタッフと

の連携会議の機会を持ち、よりよい健診に

向けて意見交換を行う機会をもっています。

引き続き、母子の実態の把握につとめ、適

切な育児支援が行えるようにしていきます。

Ｂ

乳幼児健診では、問診票で生活リズムを確

認し、早寝早起の具体的な対策を保護者に

伝えました。健診マニュアルにより、指導内

容の統一を行いました。

29年度より、乳児後期健診に歯科衛生士に

よる歯科指導を加えることで、早期から歯の

健康管理について指導を行いました。

年に一度、健診担当医とその他のスタッフと

の連携会議の機会を持ち、よりよい健診に

向けて意見交換を行う機会を持ちました。

引き続き、母子の実態の把握につとめ、適

切な育児支援が行えるようにしていきます。

⑤乳幼児とのふれあい活動の推進

保育所や幼稚園での職場体験事業等を通じて、

中学生が乳幼児とふれあいをもてる機会を確保

し、親となることの意味と子育てへの理解と関心

を高められるように啓発します。

継続 学校教育課

保育所や幼稚園での職場体験事業等を通じて、中学生が乳幼児とふれあいをもてる機会を確

保し、親となることの意味と子育てへの理解と関心を高められるように啓発します。

保育所や幼稚園での職場体験事業等を通

じて、中学生が乳幼児とふれあいをもてる機

会を確保し、親となることの意味と子育てへ

の理解と関心を高められるように啓発しま

す。

Ｂ

職場体験を通して乳幼児に触れ合う機会を

持ちました。

⑥児童生徒の教育相談の推進

児童生徒の悩みや不安、ストレスなどの解消を

図り、心にゆとりをもてる環境を提供できるよう

に、スクールカウンセラーを配置しています。

継続 学校教育課

児童生徒の悩みや不安、ストレスなどの解消を図り、心にゆとりをもてる環境を提供できるよう

に、スクールカウンセラーを配置して対応します。

児童生徒の悩みや不安、ストレスなどの解

消を図り、心にゆとりをもてる環境を提供で

きるように、スクールカウンセラーを配置して

対応します。

Ｂ

児童生徒の相談に対し、丁寧な対応に努め

ました。今年度は、中学校に配置しているス

クールカウンセラーを各ブロックの小学校に

も派遣して対応しました。

・スクールカウンセラー配置状況　5人

　園部小1人、園部中・八木中・殿田中・美

山中学校に各1人

⑦学童・思春期の子どもをもつ保護者

への相談の推進

相談に対しては保護者の思いに寄り添い、丁寧

な対応に努めています。

継続 学校教育課 相談に対しては保護者の思いに寄り添い、丁寧な対応に努めます。

相談に対しては保護者の思いに寄り添い、

丁寧な対応に努めます。

Ｂ

相談に対しては保護者の思いに寄り添い、

丁寧な対応に努めました。

【平成29年度スクールカウンセラー配置及

び

活用件数　実績】

※拠点校方式により対応

園部小1名　（桜が丘中）162件

園部中1名　（園部第二小）207件

八木中1名　（八木西・八木東小）288件

殿田中1名　（殿田・胡麻郷小）152件

美山中1名　（美山小）159件

【平成29年度心の居場所サポーター配置状

況】

園部中1名　相談件数　延べ312件

園部第二小1名　相談件数　延べ649件

（
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基本

目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

①子育てサポート派遣制度の充実 地域子育て支援事業

妊産婦期から義務教育終了までの子育て期に

ある家庭で、育児疲れや子育てなどが困難な世

帯に対して、子育てサポーターを派遣して子ども

の世話や家事などの必要な支援を行い、健や

かな子どもの成長を支援します。今後は、サ

ポーターの確保・育成に努めていきます。

継続 子育て支援課

「子育てサポート派遣事業」について、国が要綱を定める「養育支援訪問事業」との整合を図

ります。

また、平成29年3月に京都府が作成した「養育支援訪問事業実施ガイドライン」とも整合を図り

ます。

平成29年4月には、子育てサポート派遣事業実施要綱を改め、養育支援訪問事業実施要綱を

新たに制定しました。今後は「子育て支援員研修」への受講を促し、支援にあたる人材を確保

して制度の有効活用を図ります。

平成29年4月1日付で子育てサポート派遣

事業実施要綱に変わり、養育支援訪問事業

実施要綱を制定しました。平成30年7月1日

時点で、1件の利用申請があり支援を実施

しています。

Ａ

平成29年4月1日付で子育てサポート派遣

事業実施要綱に変わり、養育支援訪問事業

実施要綱を制定しました。現段階での利用

はありませんが、今後の支援につなげられ

るよう支援体制を整理していきます。

②主任児童委員、民生児童委員との

連携

(社会福祉課)

民生委員・児童委員協議会運

営事業

市内の親子の様子を把握し、家庭教育の啓発

を行うため、様々な機会を通じて主任児童委

員、民生児童委員との連携を図ります。

関係機関や学校との連携強化により、問題が発

生した時には迅速に対応できる体制を確立する

ほか、継続して要保護児童への個別対応と連携

を行っていきます。

また、登下校の見守りなどを通じ、地域における

子どもたちの生活実態把握に努めます。

継続

社会福祉課

子育て支援課

（社会福祉課）

民生児童委員協議会では、学校との連携強化のため、子育て講演会、教職員との懇談会、各

学校との交流などを実施します。登下校の見守りなどを通じ、地域における子どもたちの生活

の実態把握に努め、学校現場との連携体制の基盤を構築します。

（子育て支援課）

要保護児童対策地域協議会の構成に引き続き民生児童委員協議会に参画いただき、実務者

会議には各地区主任児童委員に参画いただきます。個別ケースの支援について必要に応じ

地域の民生委員・児童委員と連携を図ります。

（社会福祉課）

各町民児協の取り組みにより、学校との交

流・連携に取り組んでいます。また、登下校

の見守りなどを通じ、地域おける子供たちの

生活実態の把握に努めています。

（子育て支援課）

今年度も協議会実務者会議には、4名の主

任児童委員に参画いただき、地域の見守り

の視点で意見をいただいています。他にも、

個別のケースの見守りや地域での状況把

握のため個別に地区の民生委員と連携を

図っています。

Ｂ

Ｂ

（社会福祉課）

各町民児協の取り組みとして、母子寡婦福

祉会との交流や研修会などを実施しまし

た。また、母子奨学金の証明依頼時など、

ひとり親との面談機会を有効に活用しなが

ら、担当地区の現状把握に努めました。

（子育て支援課）

協議会実務者会議には4名の主任児童委

員に参画いただき、地域の見守りの視点で

意見をいただきました。個々の地区委員に

個別に連携、情報の共有も図っています。

③「子どもの人権１１０番」の周知 いじめ問題対策事業

京都府人権擁護委員連絡会の電話相談の周知

に努めます。

いじめ・体罰・不登校・児童虐待など子どもの人

権に関わる問題の解消に努めます。今後も広報

活動に力を入れていきます。

継続 人権政策課

教育委員会事務局及び市立学校等と連携し、ポスターの掲出など事業の周知徹底を図りま

す。

人権擁護委員連絡会の電話相談の周知

（広報啓発）に取り組んでいます。

南丹市いじめ問題対策連絡協議会を8月に

開催する予定です。

Ｂ

人権擁護委員連絡会の電話相談の周知

（広報啓発）に取り組んみました。

南丹市いじめ問題対策連絡協議会を8月に

開催し、子どもの人権に関する取り組みを

進めることができました。

④児童虐待防止についての知識の普

及

保護者が子育ての悩みを抱え込むことがないよ

う、妊娠届出時・乳児家庭全戸訪問・乳幼児健

診等において相談を行います。日常的に支援で

きる地域でのサービス等について紹介していま

す。

訪問や健診のほか、拠点事業を通じて、知識の

普及を行っていきます。

継続

保健医療課

子育て支援課

（保健医療課）

妊娠届出時・乳児家庭全戸訪問等に、育児の支援や給付等のサービス等について紹介しま

す。

パパママ教室、出生届出、訪問時、虐待防止のチラシを配布し、知識の普及に努めます。ま

た、前期健診時は、集団指導を通じて、虐待予防の知識の普及を行います。

虐待予防の啓発を妊娠届出、乳児家庭全戸訪問・乳幼児健診・子育て相談等で実施していき

ます。

乳幼児期の虐待として、「揺さぶられ症候群」の認知（健やか親子21評価項目）について乳児

前期健診で調査し、知っている人100％を目指します。

（子育て支援課）

地域子育て支援拠点事業として実施している「子育てすこやかセンター」や「ぽこぽこくらぶ」に

おいて、日常的な寄り添い支援の中で、虐待の未然防止に努めます。

「子育てすこやかセンター」や「ぽこぽこくらぶ」において、母の悩みや不安を丁寧に吸い上げ、

悩みや不安が虐待につながらないよう、寄り添い支援を実施します。

（保健医療課）

妊娠届出時、パパママ教室時、赤ちゃん訪

問時に、虐待予防のチラシを配布し、伝える

機会を何度も持つようにしてます。

乳児前期健診時には、「揺さぶられ症候群

をしっているか」のアンケートを調査し、知ら

ない方には啓発しています。平成30年6月

末現在「知らない」と答えた方は0人です。

（子育て支援課）

「子育てすこやかセンター」「ぽこぽこくらぶ」

内において、指導員、スタッフによる寄り添

い支援を実施しています。今後も傾聴など

行う中で虐待の未然防止に繋がるよう寄り

添い支援を行います。

Ｂ

Ｂ

（保健医療課）

パパママ教室、出生届、赤ちゃん訪問、乳

幼児健診時に、虐待予防のチラシを渡して、

啓発しました。乳児前期健診時には、「揺さ

ぶられ症候群を知っているか」のアンケート

を調査し、知らない方（1名）には啓発を行い

ました。

（子育て支援課）

「子育てすこやかセンター」「ぽこぽこくらぶ」

内において、指導員、スタッフによる寄り添

い支援を実施しました。今後も傾聴など行う

中で虐待の未然防止に繋がるよう寄り添い

支援を行います。

⑤関係機関による児童虐待の早期発

見

乳児家庭全戸訪問、乳幼児健診、子育て相談

等を通じて、虐待の早期発見・早期対応に努め

ます。

乳幼児健診未受診者の中で虐待リスクの高い

場合がみられることから、未受診家庭の状況を

把握するとともに、未受診とならないよう産前・

産後からの支援も検討していきます。

継続 保健医療課

保健事業の中で虐待がないか注意して関わり、虐待リスクの高い乳幼児健診の未受診者に

は、次回の訪問の案内を行い健診受診の勧奨を行ないます。2回以上案内しても、健診未受

診者へは、訪問等の対応を実施し、子ども及び保護者の状況把握を行います。

妊娠届出時、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健診、子育て相談等を通じて、虐待の早期発見・早

期対応に努めます。

保健事業のなかで虐待がないか早期発見

に努めています。

虐待リスクの高い乳幼児健診の未受診者に

は、健診を勧奨し、電話や訪問等で子ども

や保護者の状況把握を行っています。

平成30年6月末現在の未受診者、10人（他

市依頼した者を除く）はすべて把握していま

す。

Ｂ

保健事業の中で虐待がないか早期発見に

努めました。

虐待リスクの高い乳幼児健診の未受診者に

は、健診を勧奨し、電話や訪問等で子ども

や保護者の状況把握を行いました。

健診受診率(平成29年度)

乳児前期健診　　　　100％

乳児後期健診　　　　99.5％

1歳8カ月児健診　　　100％

2歳5カ月時健診　　　96.9％

3歳5カ月時健診　　　98.0％

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）
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目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

⑥児童虐待未然防止の相談体制の充

実

（社会福祉課）

発達支援センター管理運営事

業・発達支援相談事業

子育て発達支援センターに専門職を配置し、相

談業務を実施しているほか、子育て支援課に家

庭児童相談員を配置し、対応しています。保健

師や栄養士は、日常業務の中で相談対応を

行っています。

気軽に相談できる「場」であり「人」であることを

周知するとともに、専門性の向上と体制の充実

を図っていきます。

継続

社会福祉課

保健医療課

子育て支援課

（社会福祉課）

発達支援相談事業として、発達相談・ＯＴ相談・言語相談・発達クリニック・発達支援クリニック

を実施し、発達支援や育児支援を行います。

（保健医療課）

妊娠届出時・乳児家庭全戸訪問・乳幼児健診・子育て相談等において個別相談を行い、保護

者からの困り事や悩みを聞き、保護者の不安解消に努め相談対応を行います。

保護者が相談できる場として子育て相談を定期的に実施し、適宜電話相談等対応していきま

す。

（子育て支援課）

家庭児童相談員（嘱託常勤）を平成30年度に1名増員し、現4名により、電話や来所相談を受

けています。市民だけでなく、学校や保育所等からの相談にも対応し、虐待の未然防止、養育

支援に努める。気軽に相談できる場であることを、市の広報媒体を通して知らせていきます。

京都府主催の研修には積極的に参加し、スキルアップを図ります。

平成28年度の児童福祉法等改正法により、国、都道府県（児童相談所）、市町村の役割と責

務が明確化されたことにより、家庭児童相談に係る専門性の向上と体制の充実を図る必要が

あります。

市の広報媒体（広報なんたん「福祉とわたし」）を活用するなどし、相談業務を周知します。

（社会福祉課）

発達支援相談事業を実施し、子どもの発達

支援及び保護者への育児支援につなげて

います。相談希望時には早めの利用が出来

るよう日程調整や実施場所の調整を今後も

行っていきます。

（保健医療課）

妊娠届出時・乳児家庭全戸訪問・乳幼児健

診・子育て相談等において個別相談を行

い、保護者からの困り事や悩みを聞き、保

護者の不安解消に努めています。

平成30年10月からは、利用者支援事業母

子保健型を開設し、妊娠届出時には必ず保

健師等の専門職が面接を行うことにより、支

援が必要な妊婦を早期に発見し、関係機関

と連携することにより、虐待の未然防止に努

めます。

子育て相談は、毎月4会場で実施し保護者

が身近で相談しやすいような体制を取って

います。

（子育て支援課）

ケース対応の質と量の対応強化のため、平

成30年4月より家庭支援相談員を1名追加し

常勤にて4名を配置し、市民だけでなく学校

や保育所等からの相談を受け対応していま

す。また、児童福祉法の改正により、対応職

員に義務付けられた研修に今年度は新た

に2名参加し、知識とスキルの向上に努めて

います。

Ｂ

Ｂ

B

（社会福祉課）

発達支援相談事業を実施し、保護者へ発達

状況や成長発達につながる対応方法を説

明し、育児支援につなげると共に、子どもの

発達支援に努めました。相談希望がある時

は、早めの利用案内も出来ました。

（保健医療課）

妊娠届出時・乳児家庭全戸訪問・乳幼児健

診・子育て相談等において個別相談を行

い、保護者からの困り事や悩みを聞き、保

護者の不安解消に努めました。

又、子育て相談は、毎月4会場で実施し保

護者が身近で相談しやすいように実施しま

した。

（子育て支援課）

ケース対応の質と量の対応強化のため、平

成29年4月より家庭支援相談員を1名追加し

常勤にて3名を配置し、市民だけでなく学校

や保育所等からの相談を受け対応してきま

した。また、児童福祉法の改正により、対応

職員に義務付けられた研修に参加し、知識

とスキルの向上に努めました。

⑦家庭児童相談窓口の設置

相談窓口を設置し、家庭支援総合センター等と

連携しながら、子どもや家庭の問題に対する適

切な支援に努めます。子育て支援課に嘱託相

談員を２名配置しており、担当職員も含めて対

応します。

継続 子育て支援課

家庭児童相談員（嘱託常勤）を平成30年度に1名増員し、現4名を配置しています。養護教諭

経験者や児童福祉行政経験者、施設勤務経験者を任用するなど、知識と経験を活かした対

応が図れるよう体制を整えています。また、業務が相談員だけの負担にならないよう、また複

数で支援が図れるよう、正規職員も担当し、その職員は児童福祉司任用資格を通信講座で取

得し、専門性を補っています。

平成28年度の児童福祉法等改正法により、国、都道府県（児童相談所）、市町村の役割と責

務が明確化されたことにより、家庭児童相談に係る専門性の向上と体制の充実を図る必要が

あります。

常に子どもが所属する保育所、学校等の現

場の他、家族が関わる教育、福祉、保健、

医療の関係機関、児童相談所や警察署と

の情報共有、とも連携し、支援しています。

嘱託相談員については、平成30年4月より

新たに学校教育経験者を任用し、家庭児童

相談員4名体制で相談業務を行っていま

す。

Ａ

常に子どもが所属する保育所、学校等の現

場の他、家族が関わる教育、福祉、保健、

医療の関係機関、児童相談所や警察署と

の情報共有、とも連携し、支援しています。

嘱託相談員については、平成29年4月より

新たに児童福祉施設経験者を任用し、家庭

児童相談員3名体制で相談業務を行いまし

た。

⑧要保護児童対策地域協議会の組織

強化

適切かつ早期の対応を図るため、要保護児童

対策地域協議会を組織し、関係機関によるケー

スの進行管理を定期的に実施しています。

今後も保健・医療・福祉・教育などの関係機関と

地域との連携をより一層強化し、児童虐待の早

期発見、早期対応に努め、要保護児童対策地

域協議会を通じて、具体的な支援を進めます。

継続 子育て支援課

ケースの進行管理のため、児童の所属機関から毎月出席状況等の定期情報を求め、これを

基に台帳に整理し、実務者会議を月1回開催しています。

実務者会議は月1回開催します。医療機関・医師との連携強化を図るため、地域の基幹病院

である京都中部総合医療センターを要対協の構成機関に28年度より加えました。

平成29年4月施行の改正児童福祉法で、要対協調整機関に専門職の配置が義務化されまし

たが、義務化に先立ち、平成28年4月から保健師を子育て支援課に配置しています。

協議会実務者会議を月1回（年11回予定）

開催し、ケースの進行管理を行っています。

教育、福祉、医療、保健等などの関係機関

の方に出席いただき、地域の見守りの視点

や医療の視点等、多面的な意見を得てケー

ス対応の見直しを行っています。

また、児童福祉法の改正により、要保護児

童対策地域協議会調整機関職員に義務付

けられた研修に新たに2名参加し、知識とス

キルの向上に努めています。

Ａ

協議会実務者会議を月1回（年11回）開催

し、ケースの進行管理を行いました。教育、

福祉、医療、保健等などの関係機関の方に

出席いただき、地域の見守りの視点や医療

の視点等、多面的な意見を得てケース対応

の見直しを行いました。

また、児童福祉法の改正により、今年度より

要保護児童対策地域協議会調整機関職員

に義務付けられた研修に2名参加し、知識と

スキルの向上に努めました。

①相談体制の充実

(社会福祉課)

民生委員・児童委員協議会運

営事業

民生児童委員、母子寡婦福祉会、母子福祉推

進員等と連携し、ひとり親家庭に対する相談体

制の充実を図っています。

それぞれの地区の民生児童委員協議会ごとに

担当部会を設けて交流を図っているほか、南丹

市母子寡婦福祉会では、支部活動での交流の

機会を設けています。

継続

社会福祉課

民生児童委員協議会では、単位民児協ごとに担当部会を設け、母子寡婦福祉会との交流会

の実施、ひとり親家庭の現状について研修会を開催します。

各町でのひとり親家庭の現状を掌握し、ニーズにあわせた支援に応えられるよう、日頃の交

流会等を通じ、ひとり親家庭との信頼関係を築くとともに、相談体制の充実を図ります。

各町民児協の取組として、母子寡婦福祉会

との交流や研修会などを実施・計画してい

ます。また、母子奨学金の証明依頼時な

ど、ひとり親との面談機会を有効に活用しな

がら、担当地区の現状把握に努めていま

す。

Ａ

各町民児協の取り組みとして、母子寡婦福

祉会との交流や研修会などを実施しまし

た。また、母子家庭奨学金の証明依頼時な

ど、ひとり親との面談機会を有効に活用しな

がら、担当地区の現状把握に努めました。

②ひとり親家庭の就労支援

自立に向けた就労支援の一環として、保育所入

所への優先基準を設けています。

継続 子育て支援課

ひとり親家庭の保護者の就労がしやすくなるように、優先的に希望する保育所に入りやすくな

るよう調整しています。

ひとり親の経済的不安定が改善できるよう、入所を優先することで自立を支援します。

入所希望者が入所可能人数を超える保育

所では、全員の面接を行い、就労を希望す

るひとり親については優先的に案内してお

り、就労支援につながっています。

Ａ

入所希望者が入所可能人数を超える保育

所では、全員の面接を行い、就労を希望す

るひとり親については優先的に案内してお

り、就労支援につながっています。

③経済的負担の軽減

各種手当の支給や医療費の助成を行い、ひとり

親家庭の経済的な負担を軽減します。

継続 子育て支援課

児童扶養手当、母子家庭奨学金、ひとり親家庭医療といった、国、府、市の制度により実施し

ます。また、専門的な支援が必要な場合は各関係機関と連携を図っていきます。

各種制度や養育費相談支援センター等の

相談機関の案内を行い、必要な支援を行っ

ています。また、社会福祉協議会の生活困

窮者の相談窓口と京都府ひとり親家庭自立

支援センターの相談員等と連携をはかりな

がら支援を行っています。今後も連携をは

かりながら支援を続けていきます。

Ｂ

各種制度の案内を適切に行い、必要な支援

を行いました。社会福祉協議会の生活困窮

者の相談窓口と京都府ひとり親家庭自立支

援センターの相談員と連携をはかりながら

支援を行いました。今後も連携をはかりなが

ら支援を続けていきます。
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基本

目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

①障がいの早期発見・療育指導の推

進

発達の遅れや、その疑いへの気づきの場でであ

るという認識のもとで乳幼児健診を行い、必要

に応じて発達支援センターの相談や医療機関に

つなげます。保育所等関係機関と連携しながら

療育指導等に努めます。

継続 保健医療課

乳幼児健診後、必要に応じて発達支援センターの相談や療育教室につなぎます。また発達支

援センターとの連携会議を実施し、スムーズな連携ができるよう調整を行います。

障害の早期発見のため、乳幼児健診を実施します。関係機関との連携会議を実施し、療育指

導につなぎやすい体制を整えます。

乳幼児健診を実施し、障がいの早期発見に

努めています。支援の必要な児は、発達支

援センターの相談事業や発達支援クリニッ

ク等を紹介し、支援を行っています。

Ｂ

乳幼児健診を実施し、障がいの早期発見に

努め、支援の必要な児は、発達支援セン

ターの相談事業や医師による発達支援クリ

ニック等を紹介し、早期の支援に努めまし

た。

②療育体制の充実

（社会福祉課）

発達支援センター管理運営事

業・児童発達支援事業（つくし

園）

子育て発達支援センター内のつくし園（社会福

祉協議会へ委託）で、親子療育と単独療育を実

施しています。

継続

社会福祉課

保健医療課

（社会福祉課）

療育では、小集団の活動の中で自信をつけ、子どもの自立をサポートし、保護者に対する支

援も行います。今後、療育待機者が出ないよう受け入れ体制の調整を行い、医療・保健・通園

先等との連携を強め一貫した支援実施を継続します。

（保健医療課）

療育の必要な子どもの支援を関係機関と連携し、療育教室へつなげていきます。又療育機

関・発達支援センターとの会議を持ち、連携をはかります。

療育教室の関係機関との連携会議を定期的に実施し、必要な子どもに療育指導へつなぎや

すい環境をつくります。

（社会福祉課）

療育では、小集団での活動により個々の活

動に添った対応を行うことで、子どもの発達

支援及び保護者への育児支援につなげて

います。

関係機関と連携を密にして、療育の受け入

れ体制を整備しています。

（保健医療課）

健診や相談事業等を通じて、療育等の支援

が必要と思われる子どもの保護者対して、

子育て発達支援センターや医療等関係機

関を紹介し、療育に向けて支援しています。

療育がスムーズに受けられるよう、療育機

関と子育て発達支援センターとで、療育事

前会議等を行い対象者の把握、療育体制

の調整等を行っています。

療育を希望する者の増加により、どのように

優先順位をつけて療育につないていくのか

が大きな課題です。

Ａ

Ｂ

(社会福祉課）

療育では、親子療育・単独療育を通して、子

どもの発達支援・保護者支援を行い、関係

機関との連携も随時実施し情報共有を行い

ました。

29年度から療育クラスを増設し、随時受け

入れが出来ました。

（保健医療課）

療育の必要な子どもは関係機関を紹介し、

療育を受けられるよう保護者を支援しまし

た。また、療育がスムーズに受けられるよう

に、療育機関と発達支援センターと、療育事

前会議等を行い対象者の把握、情報連携を

行いました。

③専門的育児支援事業の充実

発達支援センター管理運営事

業・発達支援相談事業

子育て発達支援センターに心理士、作業療法士

といった専門職を配置し、早期発見・早期療育を

推進しているほか、南丹圏域の花ノ木医療福祉

センターとも連携を密にし、対応しています。ま

た、定期健診時の相談や、保育所･幼稚園への

巡回・学校訪問も実施します。今後は、学校との

連携強化が課題です。

継続 社会福祉課

発達支援相談事業は、発達相談・ＯＴ相談・言語相談・発達クリニック・発達支援クリニックを実

施しています。

保育所・幼稚園・小中学校の巡回相談や医療紹介等連携を行い、成長発達を促します。

発達支援相談事業を実施し、子どもの発達

支援及び保護者への育児支援につなげて

います。相談希望時には早めの利用が出来

るよう日程調整や実施場所の調整を今後も

行っていきます。

Ａ

発達支援相談事業を実施し、保護者へ発達

状況や成長発達につながる対応方法を説

明し育児支援につなげ、子どもの発達支援

に努めました。相談希望がある時は、早め

の利用案内も出来ました。

保育所・学校巡回訪問も年間予定通り実施

しました。

④相談体制の充実

基幹相談支援センター等機能

強化事業

発達支援センター管理運営事

業・発達支援相談事業

社会福祉課内に相談専門員を配置し、特別支

援教育センターとしての役割を担う京都府立丹

波支援学校や福祉機関と連携しています。子育

て発達支援センターで実施している相談業務の

中でも対応しています。

継続 社会福祉課

社会福祉課内に相談支援専門員を3名配置し、障がい者やその家族等からの相談に対応す

るとともに、管内相談支援事業所に対する助言等の後方支援を実施するなど障害者基幹相

談支援センターとしての役割を果たします。

また、発達支援センターの発達支援相談事業では、発達相談・ＯＴ相談・言語相談・発達クリ

ニック・発達支援クリニックを実施しています。

障がい者やその家族、管内相談支援事業所等からの相談に応じ、関係機関との連携の下、

必要な助言や情報提供を行うことにより障がい者が自立した日常生活、社会生活をが送れる

よう総合的、継続的に支援します。

社会福祉課内に障害者基幹相談支援セン

ターを設置し、3名の相談員体制で当事者・

家族等からの相談に応じ情報提供助言を行

い総合的・継続的に支援を行っています。

発達支援相談事業を実施し、子どもの発達

支援及び保護者への育児支援につなげて

います。相談希望時には早めの利用が出来

るよう日程調整や実施場所の調整を今後も

行っていきます。

Ａ

社会福祉課内に障害者基幹相談支援セン

ターを設置し、3名の相談員体制で当事者・

家族等からの相談に応じ情報提供助言を行

い総合的・継続的に支援を行いました。

子育て発達支援センターでは、発達支援相

談事業を実施し、保護者へ発達状況や成長

発達につながる対応方法を説明し育児支援

につなげ、子どもの発達支援に努めました。

相談希望がある時は、早めの利用案内も出

来ました。

⑤障がい児保育の充実

きめ細かな保育を実施できるよう、保育士の加

配を行っていきます。

継続 子育て支援課

園児の発達に応じて関係機関が連携し、乳児期からの発達状況を勘案して保育を実施するた

め、保育士の加配が必要な場合は配置します。

今後も継続して園児の成長に応じた保育を実施します。

支援の必要な児童が増加しており、担任以

外の加配保育士を配置しています。

加配を必要とする児童65人

（うち手帳保有者5人）

Ｂ

加配を配置し、保健師、療育教室など関連

機関と連携しながら、保育を実施しました。

（身体障害者手帳または療育手帳認定児童

については3人）

⑥特別支援教育の充実 特別支援教育推進事業

市内小・中学校に特別支援教育支援員を配置

し、通級指導教室を継続実施するとともに、特別

支援教育に係る講座を通年で開催し、指導者の

資質向上を図ります。

継続 学校教育課

市内小・中学校に特別支援教育支援員を配置し、通級指導教室を継続実施するとともに、特

別支援教育に係る講座を通年で開催し、指導者の資質向上を図ります。

国の委託事業「心のバリアフリー推進事業」

を活用して共同学習の機会を設け障がい者

理解の一層の推進をはかる。

Ｂ

校内・校外共に研修等による教員の資質向

上に努め支援の充実に取り組みました。

⑦放課後児童クラブにおける支援 放課後児童健全育成事業

障がい等で支援が必要な子どもが安心して放課

後を過ごせる場となっているかに視点を置き、必

要に応じて受け入れを行っています。集団での

過ごし方の検討や支援員の専門性の確保が課

題です。今後は、受け入れ体制を確保しながら、

支援が必要な子どもへの対応に関する支援員

研修の充実を図ります。

継続 社会教育課

認定支援員研修を計画的に受講していきます。

5年間に全ての支援員が受講できるようにします。

現在4人が受講中。引き続き全支援員が受

講できるよう、体制を整えます。

Ｂ

認定支援員研修を受講し、今年度は9人が

資格を取得しました。
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南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

⑧交流機会の充実

青少年活動事業では、年間を通じ、障がいのあ

る子どもとの交流やボランティアをはじめ地域と

のふれあいを高めており、今後も継続していきま

す。

継続 社会教育課

視覚障害者社会教育指導者研修会、聴覚障害者社会教育指導者研修会への参加するととも

に、視覚障害者成人講座、聴覚障害者成人講座を実施します。

障がい者の社会参加と成人講座へのボランティアの参画を進めていきます。

今年度の視覚・聴覚成人講座については、

計画を作成しました。社会教育指導者研修

会についても、参加を予定しております。ボ

ランティアの参画の拡大を図ります。

Ｂ

各指導者研修会への参加及び講座の実施

は視覚障害者成人講座を1講座増加し、目

標以上を達成することができました。

⑨経済的負担の軽減

福祉医療費支給事業

障害者等激励金給付事業

障害者等手当給付事業

障害児給付事業

障がいのある子どもやその家族のより安定した

生活を保障するため、福祉医療・未成年心身障

害者年金・障害児福祉手当・障害児通所支援を

実施しています。

継続 社会福祉課

福祉医療は医療費の自己負担分を給付。対象者の経済的負担を軽減することで、安心して必

要な医療を受けられるよう支援します。

未成年心身障害者年金は年額2万円を給付。心身障がいで日常生活を著しく制限されている

20歳未満の方の生活を健康で豊かなものにするよう支援します。

障害児福祉手当は月額14,650円を給付。対象者への所得保障を行うことで、重度の障がいに

よって生じる物理的・精神的な負担の軽減を図ります。

障害児通所支援は必要な福祉サービスを給付。障がいのある児童が、療育の観点から通所

支援が必要になったとき、費用の一部を給付することで利用者の発育・発達を促し、経験を豊

にするとともに、円滑な社会生活の実現につなげます。

適正な給付により、対象者が安心して必要

な医療を受けられるよう支援しています。

適正な給付により、対象者の経済的負担の

軽減を図っています。

適正な給付により、対象者の物理的・精神

的な負担の軽減を図っています。

療育的支援を必要とする児童に対して、

個々の発育・発達を促すとともに経験を豊

かにすることに取り組んでいます。

Ａ

適正な給付により、対象者が安心して必要

な医療を受けられるよう支援ができました。

適正な給付により、対象者の経済的負担の

軽減を図ることができました。

適正な給付により、対象者の物理的・精神

的な負担の軽減を図ることができました。

療育的支援を必要とする児童に対して、

個々の発育・発達を促すとともに経験を豊

かにすることができました。
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資料 1-2

①公園などの整備 都市公園管理費

誰もが利用しやすい、身近な公園緑地の整備に

ついて、都市計画決定を行ったすべての都市公

園の整備を完了しました。

子どもたちの日常生活上の遊び場として、出入

口や園路のバリアフリー化に努め、設置遊具の

安全性を維持するため、引き続き適切な定期点

検を実施し、維持管理を行います。

継続 都市計画課

都市公園等の施設、樹木、雑木草等の維持管理業務を行います。

また、公園ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施して公園の安全管理に努めています。

良好な都市環境を維持します。

平成30年度実施予定箇所数：24公園

公園等に対する要望も多様化し、また管理

箇所も増加する中で安全性を重視しながら

維持管理を図っています。

平成30年度実施中：24公園

Ａ

公園等に対する要望も多様化し、また管理

箇所も増加する中で安全性を重視しながら

維持管理を行いました。

また、経年劣化している公園遊具を 始めと

して多くの施設が老朽化しており、安全点検

の充実、交換、修繕が必要となってきていま

す。

平成29年度施設修繕：12箇所

②学校施設の開放（再掲）

社会体育並びに文化振興を図るために、継続し

て市内学校体育施設を開放し、文化・スポーツ

活動の普及及び幼児・児童の安全な遊び場の

確保を図っています。

継続 社会教育課

各小学校、中学校の体育館等を開放し、親子等でスポーツを楽しむ機会の確保を図ります。

利用できる施設等の情報を提供します。

小・中学校の体育館や陸上競技場など多く

の施設を開放することで、体育協会及び競

技団体と連携した様々なスポーツの種目を

楽しめる事業を実施します。

Ｂ

各小学校、中学校のグラウンドや体育館な

ど多くの施設を開放し、体育協会及び競技

団体と連携した様々なスポーツの種目を楽

しめる事業が実施できました。

事前申込や参加料が不要な種目が多いの

ですが参加者数が低迷しており、確実に参

加者を確保する手立てや気軽に参加できる

雰囲気づくりと広報活動が課題です。

③既存施設の活用

八木東教育集会所においては図書室開設事業

を行い、隣接する児童館や保育所と連携した取

組を行っています。また、同施設の２階で放課後

児童クラブを開設し、既存施設を有効に活用し

て、子どもの居場所や利用する場を確保してい

ます。

既存施設の活用については、改修の必要性な

どに配慮します。

継続 社会教育課

八木東教育集会所においては図書室を週3回開設。同施設の2階で放課後児童クラブを開設

しています。

八木東教育集会所において週3回、図書室

を開設し、児童の居場所の提供に資するこ

とができました。2階で開設の放課後児童ク

ラブは、平成29年度末から別場所を移動し

ました。今後の当集会所の利用についてに

研究検討します。

Ｂ

八木東教育集会所の図書室開設により地

域住民の利用が図れています。

2階で開設の放課後児童クラブについては、

3月で移転しました。

④保育施設の開放

園庭開放により未就園児との交流を図り、子育

て相談事業等を計画的に実施します。

継続 子育て支援課

八木中央幼児学園において、月1回園庭を開放し、6カ月以上の未就園児との交流を行ってい

ます。開放日を広報に掲載し、参加希望者を募ります。

また、園部幼稚園、みやま保育所でも年数回、園庭を開放します。

八木中央幼児学園で6月から月1回開催。

30人の申込みがあり、6月は21人が参加し

ました。（9：30～11：00）親子で室内遊びを

したり外遊びをしました。今年度は0歳児の

親子参加が増え、お母さん同士の情報交換

の場となっています。

園部幼稚園は次年度の申込み時に合わせ

て開放予定です。

みやま保育所では、年に数回開放を行う

他、子育て相談も実施しています。

Ａ

八木中央幼児学園の登録者は41人（0才16

人、1才17人、2才8人）です。冬場は参加人

数が少ない月もありますが、平均20人程度

の参加があり、9：30～11：00まで、外遊び

や室内での体操や絵本の読み聞かせなど

を楽しんでいます。親同士の交流の場や、

子育て相談の場にもなっています。

①公共施設などのバリアフリー整備

公共施設の段差の解消や、トイレの育児支援設

備（ベビーベッド、ベビーキープ等）の設置を推

進し、民間施設への啓発に努めます。

継続 子育て支援課

平成23年3月に公共施設に育児支援設備を設置済。日常点検、定期点検を行います。

耐用年数7年（通常使用）を迎える平成30年3月以降の対応について、検討を進めます。

本計画作成前に公共施設に設備設置を

行って以降、新た取り組めていません。設置

設備については日常点検レベルで破損は

確認できないが、製品の耐用年数からメー

カーによる点検について調整を進めたい。

Ｃ

平成30年3月に点検を実施しました。今後、

点検での不良箇所への対応方法を検討し

ます。

民間施設への啓発は出来ていません。

②道路のバリアフリーの推進 交通安全対策整備事業

子どもや障がいのある人、高齢者の安全に配慮

した道路整備を進めていきます。

継続 道路河川課

府道園部平屋線（園部町上木崎町・木崎町地内）歩道の不陸解消

平成29年度着手、完成　北側428ｍ、南側520ｍ

事業完了 Ａ 平成29年度内に事業が完了しました。

③自転車歩行者道及び自転車レーン

の整備の推進

京都府事業

京都府が整備する府道園部停車場線の歩道及

び自転車レーン整備の早期完成に向け、京都

府と共に努めます。

継続 道路河川課

府道園部停車場線（自転車レーン）用地を取得。

一定区間の用地取得完了後、工事を実施します。

一定区間の用地を取得し、建築物の取り壊

しが始まり、部分的ではあるが工事着手の

目途は立ちました。しかし、予算の都合上、

未だ用地取得及び建物移転等の補償が

残っています。

Ｂ

今年度予定していた区間の用地取得並び

に建物等移転補償の契約が締結できまし

た。

平成30年度も引き続き用地取得に努めると

共に、部分的な拡幅工事を予定しており、順

調に進んでいます。
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資料 1-2

①交通安全教育の推進

南丹警察署と連携し、保育所・幼稚園・学校にお

いて交通安全教室を開催し、交通安全に対する

意識の高揚を図ります。

また、学校においては自主防犯ボランティアであ

る「見守り隊」による地域・保護者と連携した登

下校時の見守りを実施します。

継続

学校教育課

子育て支援課

（学校教育課）

南丹警察署と連携し、保育所・幼稚園・学校において交通安全教室を開催し、交通安全に対

する意識の高揚を図ります。

(子育て支援課）

公立各保育所、幼稚園において幼児期から交通安全に対する知識を深めるため、毎年南丹

警察署の協力を得て交通安全教室を実施しています。

今後も継続的に実施し、保護者だけでなく、子ども自らも安全に対する意識を高めていける機

会とします。

（学校教育課）

南丹警察署と連携し、保育所・幼稚園・学校

において交通安全教室を開催し、交通安全

に対する意識の高揚を図ります。

（子育て支援課）

公立保育所、幼稚園において南丹警察署と

連携し「親子交通教室」や「子ども交通教

室」等を実施しています。

Ｂ

Ｂ

（学校教育課）

南丹警察署と連携し、保育所・幼稚園・学校

において交通安全教室を開催し、交通安全

に対する意識の高揚に努めます。

（子育て支援課）

春には南丹警察署と連携し親子交通教室を

実施し、年長児と保護者を対象にした自転

車指導も併せて実施しました。

また園外に出かけた際に、横断歩道の渡り

方や道路の歩き方など、具体的な場面で指

導を行い、交通ルールの意識を高めまし

た。

②地域の見守りの強化 交通指導員会運営費

交通指導員の協力による登校指導を継続して

行うとともに、ＰＴＡや地域住民の見守りにより、

子どもの交通安全指導を毎月1日と15日に行い

ます。

また、チャイルドシートや自転車乗車用ヘルメッ

ト着用など、交通安全協会による街頭啓発によ

り、子どもの安全対策を進めます。

継続

総務課

（防災安全係）

小中学校の通学時等における交通指導を毎月1日と15日に行います。

交通指導員等による通学路の安全確保を

実施してします。

また、平成30年度の交通指導員の配置に

ついては、通学路や通学方法に対応した配

置を行いました。

Ｂ

交通指導員等による通学路の安全確保を

実施しました。

また、平成29年度の交通指導員の配置に

ついては、通学路や通学方法に対応した配

置を行いました。

③危険箇所の点検

ＰＴＡや地域・教育委員会などと連携して、年度

当初はもちろんのこと、節目ごとに危険箇所の

点検を行い、子どもたちが安心して生活できる

環境づくりに努めます。内容に応じて、庁内で課

題や要望を共有します。

継続 学校教育課

ＰＴＡや地域・教育委員会などと連携して、年度当初はもちろんのこと、節目ごとに危険箇所の

点検を行い、子どもたちが安心して生活できる環境づくりに努めます。内容に応じて、庁内で

課題や要望を共有しました。

学校安全計画に基づき、安全教育の充実に

努めます。

Ａ

学校安全計画に基づき、安全教育の充実に

努めました。

④安全な道路環境づくりの推進 道路新設改良事業

通学（園）路や子ども・高齢者などの交通弱者の

通行が多い箇所を中心に歩道の改良、整備を

進め、誰もが利用しやすい快適で安全な道路環

境づくりに努めるため、現地調査を行い計画的

に改良整備に努めます。

また、小学校再編による通学路変更の状況を把

握し、車道・歩道の別を明確にする施設整備を

行います。

継続 道路河川課 中野辺小学校線（胡麻郷小学校西側の通学路）で延長８０ｍ区間に歩道を設置します。

Ｈ30新規

６月補正により予算計上

Ｂ

①犯罪のおこりにくい環境の整備

南丹圏域で警察・南丹教育局・消防署等と連携

を強化して、京都府下の不審者情報を保育所・

幼稚園・小・中学校と共有し、注意を促すととも

に、地域や関係機関等と協力しながら登下校時

の見守りを実施します。

保育所・幼稚園は保護者の送迎を基本としてお

り、保護者への啓発や「子ども安心メール」の配

信や情報提供を行っています。

継続

学校教育課

子育て支援課

（学校教育課）

保護者への啓発や「子ども安心メール」の配信や情報提供を行う。

南丹圏域で警察・南丹教育局・消防署等と連携を強化して、京都府下の不審者情報を保育

所・幼稚園・小・中学校と共有し、注意を促すとともに、地域や関係機関等と協力しながら登下

校時の見守りを実施します。

（子育て支援課）

公立各保育所、幼稚園では保育時間等に不審者が敷地内に侵入してきた場合に備えて、杈

を各保育所、幼稚園に配置しています。侵入者が園舎に入ってきた場合の対応が定められて

います。

年度当初の保護者会で保護者に対して子ども安心メールへの登録を啓発しています。地域の

関連機関が連携し子どもの安全確保に努めます。

（学校教育課）

南丹圏域で警察・南丹教育局・消防署等と

連携を強化して、京都府下の不審者情報を

保育所・幼稚園・小・中学校と共有し、注意

を促すとともに、地域や関係機関等と協力し

ながら登下校時の見守りをお世話になり児

童生徒の安全確保に努めます。

（子育て支援課）

4月当初に、子ども安心メール登録の啓発を

行いました。

職員対象の防犯訓練を定期的に実施して

いきます。

Ｂ

A

（学校教育課）

保護者への啓発や「子ども安心メール」の

配信、情報提供に努め、登録者の増加つな

げました。

平成29年度の見守り活動者数

15団体　859人

（子育て支援課）

4月当初に、子ども安心メール登録の啓発を

行いました。

また、南丹警察署の協力を得て、職員を対

象にした不法侵入を想定した訓練を実施し

ました。

②パトロール、見守り活動の充実

ＰＴＡや地域の団体と連携し、パトロールや地域

住民による登下校時の見守り活動を実施し、登

下校時の安全確保に努めます。

継続 学校教育課

ＰＴＡや地域の団体と連携し、パトロールや地域住民による登下校時の見守り活動を実施し、

登下校時の安全確保に努める。

ＰＴＡや地域の団体と連携し、パトロールや

地域住民による登下校時の見守り活動を実

施し、登下校時の安全確保に努めます。

Ｂ

地域総がかりで児童生徒の見守り活動を中

心とした安全確保に取り組むことができまし

た。

③スクールガード・リーダーの充実

各小学校において、今後もスクールガード・リー

ダーによる登下校時の見守りを支援するととも

に、学校の安全対策の指導を受け、改善に努め

ます。また、地域の方や保護者に対してスクー

ルガードとしての役割等を学ぶ研修等を実施し

ます。

継続 学校教育課

見守り隊を指導するためのスクールガードリーダーを配置してきたが、事業に一定の成果が

見られることから、平成28年度に事業を廃止しました。

※ 事業を廃止しています。

④防犯用品の配布

新小学1年生・新入園児へは4月に安全帽を配

布します。新小学1年生には4月に防犯ブザー・

防犯鈴を配布します。

継続 学校教育課

新小学1年生・新入園児へは4月に安全帽を配布しました。新小学1年生には4月に防犯ブ

ザー・防犯鈴を配布しました。

新小学1年生・新入園児へは4月に安全帽を

配布しました。新小学1年生には4月に防犯

ブザー・防犯鈴を配布しました。

Ａ 防犯用品を配布しました。
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基本

目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

⑤防犯教育の徹底と安全管理

防犯教室の開催や、スクールガード・リーダーや

警察等による児童生徒及び教職員への指導・

講習の実施など、防犯教育を推進するとともに、

学校施設の安全管理に努めます。

継続 学校教育課

各学校において防犯教室の開催や、警察等による児童生徒及び教職員への指導・講習の実

施など、防犯教育を推進するとともに、学校施設の安全管理に努めました。

各学校において防犯教室の開催や、警察等

による児童生徒及び教職員への指導・講習

の実施など、防犯教育を推進するとともに、

学校施設の安全管理に努めます。

Ｂ 防犯教育を通して安全確保に努めました。

⑥情報伝達体制の確立

南丹圏域で警察・南丹教育局・消防署等と連携

を強化して、京都府下の不審者情報を保育所・

幼稚園・小・中学校と共有し、注意を促すととも

に、地域や関係機関等と協力しながら迅速な情

報伝達に努めます。

「子ども安心メール」の配信や学校・関係機関へ

の情報提供を行っています。

継続

学校教育課

子育て支援課

（学校教育課）

南丹圏域で警察・南丹教育局・消防署等と連携を強化して、京都府内の不審者情報を保育

所・幼稚園・小・中学校と共有し、注意を促すとともに、地域や関係機関等と協力しながら迅速

な情報伝達に努めました。

（子育て支援課）

年度当初の保護者会で保護者に対して子ども安心メールへの登録を啓発しています。

毎年啓発することで、子ども安心メールへの登録への意識を高め、保護者への迅速な情報提

供ができるようにします。

（学校教育課）

南丹圏域で警察・南丹教育局・消防署等と

連携を強化して、京都府内の不審者情報を

保育所・幼稚園・小・中学校と共有し、注意

を促すとともに、地域や関係機関等と協力し

ながら迅速な情報伝達に努める。

（子育て支援課）

年度当初に、保護者に対して安心メールへ

の登録を啓発しました。

緊急・重要な情報については、随時、お便り

や掲示板への掲示で対応しています。

Ｂ

 

Ａ

（学校教育課）

保護者に対して子ども安心メールへの登録

を啓発しました。

（子育て支援課）

年度当初に、保護者に対して安心メールへ

の登録を啓発しました。

緊急・重要な情報については、随時、お便り

や掲示板への掲示で対応しています。

⑦安全教育の推進

保育所や幼稚園、学校において、安全に行動し

ようとする意識を高めるために実施している防

犯訓練や避難訓練を今後も継続して推進しま

す。また、学校安全計画・防災計画の策定と、そ

れに基づいた取組を実施します。

継続

学校教育課

子育て支援課

（学校教育課）

保育所や幼稚園、学校において、安全に行動しようとする意識を高めるために実施している防

犯訓練や避難訓練を今後も継続して推進します。また、学校安全計画・防災計画の策定と、そ

れに基づいた取組を実施します。

（子育て支援課）

公立各保育所、幼稚園では子どものころから防犯、避難訓練に対して意識させるため保育時

間等に地震や火災発生を想定した避難訓練を実施しています。

災害から身の危険を守ることを幼少期から意識することで、とっさの時に指示に従い落ち着い

て行動できるよう、継続して訓練を実施します。

（学校教育課）

地域と連携し、児童生徒が主体的に災害・

防災についての理解を深め、自他の安全を

確保する力を育成するための教育を推進し

ます。

（子育て支援課）

すべての保育所・幼稚園において毎月避難

訓練（地震、火災等）を実施しています。

警察や消防署と連携した訓練も実施してい

ます。

Ｂ

Ｂ

（学校教育課）

学校において、防犯訓練や避難訓練を継続

実施しました。学校安全計画・防災計画の

策定と、それに基づいた取り組みを実施し

ました。

（子育て支援課）

すべての保育所・幼稚園において毎月避難

訓練（地震、火災等）を実施しました。

警察や消防署と連携した訓練も実施しまし

た。

⑧地域ぐるみの防犯体制づくり

警察や学校などの関係機関でのネットワークを

構築し、情報交換や地域の見守りによって犯罪

の抑止に努めます。また、「こども110番の家」の

設置により、子どもの犯罪被害の未然防止に努

めます。

今後、「こども110番の家」の周知や、学校再編

等による関係機関や関係組織との連携の見直

しを図っていきます。

継続 学校教育課

警察や学校などの関係機関でのネットワークを構築し、情報交換や地域の見守りによって犯

罪の抑止に努めます。また、「こども110番の家」の設置により、子どもの犯罪被害の未然防止

に努めます。

警察や学校などの関係機関でのネットワー

クを構築し、情報交換や地域の見守りに

よって犯罪の抑止に努めます。

Ａ

地域の実情に応じた警察や学校などの関

係機関でのネットワークを構築し、情報交換

や地域の見守りによって犯罪の抑止に努め

ました。

⑨防犯灯の設置 公衆防犯灯設置事業

集落要望に基づく防犯灯の新設と市管理防犯

灯の適切な維持管理を行うとともに、公衆防犯

灯台帳の整備を行います。

継続

総務課

（防災安全係）

集落要望により新設公衆防犯灯の設置と市管理防犯灯の維持管理を行うとともに公衆防犯

灯台帳の整備を行います。

予算の範囲内で集落要望の公衆防犯灯を新設設置します。

集落からの要望により新設公衆防犯灯を予

算の範囲内で新設設置します。

市管理公衆防犯灯の維持管理を行い、通

学者、通行者の安心安全の確保に努めま

す。

Ｂ

集落からの要望により新設公衆防犯灯を予

算の範囲内で新設設置しました。

市管理公衆防犯灯の維持管理を行い、通

学者、通行者の安心安全の確保に努めまし

た。

６
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基本

目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

①公営住宅の整備・管理

南丹市公営住宅等長寿命化計画に基づき、計

画的な修繕を実施していますが、市内公営住宅

の老朽化が著しく、特に子育て世代が居住でき

る衛生的で機能的な住宅整備を検討します。

各住宅の外壁改修及び八木地区における公営

住宅の非現地建替えを実施します。

継続 住宅課 現在検討中

関係機関との協議中であり方向性がまだ決

まっていない状況です。

Ｃ

現在検討中であり、当初計画の見直しが必

要です。

②土地区画整理事業の推進

内林町地区：該当なし

八木駅西地区：土地区画整理

費（負担金）

組合施行による土地区画整理事業実施により、

住宅地の供給及び公共福祉に資する公共施設

の整備を行っています。

ＪＲ山陰線の複線化が進められるなど市街地化

が進行しており、早急な公共施設の整備改善が

望まれています。

事業計画に合わせ整備改善を推進し、市民の

利便性向上を図ります。

継続

現在事業中の八木駅西地区の土地区画整理事業について、技術支援により事業推進を図っ

ています。

八木駅西地区：組合の事業計画に基づき事業継続実施中（平成32年度完了予定）

③ファミリー向け住宅の設置検討

子育て家庭の多様なニーズに対応する良質な

ファミリー向け賃貸住宅について、市街化区域

内において供給地の整備を検討します。八木地

区での公営住宅の非現地建替えにあわせ、定

住促進を視野に入れた子育て家庭のニーズに

対応する住宅を整備することを検討します。

継続 住宅課 現在検討中

関係機関との協議中であり方向性がまだ決

まっていない状況です。

Ｃ

これについても、上記（６-(５)-①）と同じで

再度計画の見直しが必要です。

④公営住宅の優先入居措置の推進

就学前から中学生の子どものいる世帯の入居

の優遇措置を今後も継続して行います。

継続 住宅課 現在検討中 上部関係機関との調整中です。 Ｃ 継続して実施を行います。

⑤若者夫婦向け住宅供給の促進

定住促進事業

(地域連携型住宅整備事業）

南丹市定住促進アクションプランに基づき、民間

住宅の未整備地域における定住者向け住宅整

備を推進します。定住を希望する若者の意向や

Ｕターン者の動向を把握し、特に若者夫婦を対

象にした住宅などの整備について検討します。

定住希望者が定住を決意するまでの居住や人

間関係の構築を補完する定住者向けお試し住

宅の整備を検討します。また、各地域と連携し、

空き家等を活用した地域密着型お試し住宅の整

備を推進します。

継続

定住・企画戦

略課

空き家の活用による地域の定住促進を目的とし、地域団体の企画立案により、整備、運営さ

れる、お試し住宅及び定住促進の拠点としての機能を果たす施設の整備に対し補助金を交付

します。

30年度：1施設の整備

31年度：5か年5施設を整備

平成30年度　1施設整備

空き家を活用して、定住希望者が定住を決

意するまでの住まいとできるシェアハウス機

能や定住希望者や地域の方々が交流する

場となる拠点施設の整備を進めます。

計画的に施設整備を図り、若者夫婦など世

帯での定住希望者向けの対応について、地

域とともに検討を進めます。

Ｃ

平成29年度　1施設整備（園部町地域1施

設）

空き家を活用して、定住希望者が定住を決

意するまでの住まいとできるシェアハウス機

能、また定住希望者や地域の方々が交流

する場となる拠点施設の整備ができました。

次年度以降においても計画的に施設整備を

図り、若者夫婦など世帯での定住希望者向

けの対応について、地域とともに検討を進

めます。

⑥子育て家庭に向けた情報提供の充

実

市有財産処分等促進事業

ゆとりある住環境を希望する子育て家庭に対

し、市有地「平成台」の分譲情報を提供していま

す。

分譲地ＰＲにあわせて子育て施策の情報を提供

し、子育て世代に対するＰＲを継続します。

継続 財務課

平成台分譲地のホームページでは、子育て施策サポート内容をＰＲしています。

また、平成台のほか処分可能で住宅用地となりうる市有地の広告の際には、子育て支援に係

る情報提供に努めます。

（平成28年度より、平成台販売促進事業を、市有地処分等促進事業に変更）

（平成29年度より、市有地処分等促進事業を、市有財産処分等促進事業に変更）

　
　　
　

平成台分譲地ホームページにて、「子育て

施策サポート内容」を継続して掲載していま

す。また、分譲地PRの新聞折り込みチラシ

（1回実施）でも子育て支援に係る内容を掲

載しました。

その他の処分可能地について入札を実施し

ました（1回）が、広報においては入札物件

のみの周知となりました。

Ａ

平成台分譲地ホームページにて、「子育て

施策サポート内容」を継続して掲載しまし

た。また、分譲地PRの新聞折り込みチラシ

（1回実施）でも子育て支援に係る内容を掲

載しました。

その他の処分可能地について入札を実施し

ました（1回）が、広報においては入札物件

のみの周知となりました。

⑦緑化の推進

個人や有志グループなどによる自発的な緑化・

飾花、里山づくりなどが行われています。飾花グ

ループの活動を支援しているほか、グリーン

カーテン事業の継続維持ができるように検討し

ます。

継続 市民環境課 保育所、幼稚園、小・中学校でのグリーンカーテン事業の継続維持ができるようにします。

南丹市の環境を守り育てる会が中心となっ

て事業を継続していただいており、今年度

は保育所・幼稚園・小・中学校あわせて11

箇所で取り組んでいただきました。全市的な

取り組みとなるよう更なる普及を目指しま

す。

Ａ

南丹市の環境を守り育てる会が中心となっ

て事業を継続していただいており、今年度

は保育所・幼稚園・小・中学校あわせて14

箇所で取り組んでいただきました。全市的な

取り組みとなるよう更なる普及を目指しま

す。
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基本

目標

基本

施策

施 策 名

事業名

(予算を充てている事業がある場合）

（関連する事業がある場合）

事 業 内 容 実施区分 担当課

具 体 的 取 組 と 目 標

（事業内容をより具体的に、又は補足）

（単年度目標と計画最終年度である３１年度の目標）

（可能なものは数値で示す）

【Ｈ30年度7月】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

達成度

【Ｈ29年度末】評　価

（目標が達成できたかどうか）

（何が出来て、何ができなかったか）

（問題点と次への課題）

南丹市子ども・子育て支援事業計画　進行管理票　　（平成３０年度）

資料 1-2

⑧環境保全の推進

地域やグループなどによる美化清掃活動を通じ

て、地域環境の保全が図られています。

自然環境の保全に努め、豊かな緑、清らかな

水、新鮮な空気といった南丹市の自然を次世代

に引き継いでいきます。

継続 市民環境課 引き続き「みんなできれいなまちづくり」を目指し、積極的に活動を行っていきます。

区役員や環境美化推進委員が中心となっ

て、美化清掃活動が行われており地域の環

境保全が図られています。

Ａ

区役員や環境美化推進委員が中心となっ

て、美化清掃活動が行われており地域の環

境保全が図られました。

⑨若い世代への就職支援 創業支援事業

ハローワークや京都ジョブパークと連携し、これ

ら関係機関が開催するセミナーの周知等、若者

の就職につながる活動の支援を行います。

また、 地域の人材や活力を生かした経済発展

を促すため、商工会等が行う起業支援や商工

業者への取組を支援します。

継続 商工観光課

ハローワークや京都ジョブパーク等と連携し、これら関係機関が開催するセミナーの周知等、

若者の就職につながる啓発を行います。

また、地域の人材や活力を生かした経済発展を促すため、商工会等が行う起業支援や商工

業者への取組を支援を行います。

若者サポートステーションやハローワーク、

京都ジョブパーク等が開催するセミナー、就

業フェアについて市広報紙及びＣＡＴＶ等に

より周知を徹底しました。

9/2-10/6にかけて開催する創業セミナーを

開催。市内で創業を希望する者23名に対し

支援を行いました。

労働問題を専門的に担当する労政担当が

いないため独自施策が全くないのが課題で

す。

Ａ

若者サポートステーションやハローワーク、

京都ジョブパーク等が開催するセミナー、就

業フェアについて市広報紙及びＣＡＴＶ等に

より周知を徹底しました。

9/2-10/6にかけて開催する創業セミナーを

開催。市内で創業を希望する者23名に対し

支援を行いました。

労働問題を専門的に担当する労政担当が

いないため独自施策が全くないのが課題で

す。

⑩魅力あるまちづくりと雇用の創出

南丹市ものづくり産業雇用支援

助成金交付事業

若者の定住を促進するため、大学などの教育研

究機関と連携し、地域資源などを活用したもの

づくりをテーマにしたまちづくりを推進するととも

に、積極的に企業誘致に努め、新たな環境や産

業の創出を図ります。京都府と連携し、京都新

光悦村等への誘致活動を行っています。引き続

き誘致を推進するとともに、新設 される平成27年

に新設された京都府立南丹高校テクニカル コー

 ス工学系列をはじめとした高校、大学等との連

携を図ります。

継続 商工観光課

京都府と連携し、京都新光悦村を中心に、企業誘致活動を行います。

また、雇用の受け皿となる製造業に対し、南丹市民の雇用について助成金を交付し、雇用の

確保に努めます。

本年度中の企業進出が2件決定しました。

本年度既に7社20件の採用があり、30歳未

満の若年者は5件ありました。（40歳未満で

は13件）

今後、もっと多くの企業に制度活用いただく

よう制度周知を徹底することと併せ、人数に

上限が設けられていることから、上限に達す

る企業が出てきており、要綱の改正が課題

です。

Ａ

本年度中の企業進出が2件決定しました。

本年度既に6社18件の採用があり、30歳未

満の若年者は4件ありました。（40歳未満で

は11件）

今後、もっと多くの企業に制度活用いただく

よう制度周知を徹底することと併せ、人数に

上限が設けられていることから、上限に達す

る企業が出てきており、要綱の改正が課題

です。

⑪若者定住施策の充実

定住促進事業

（おかえり南丹支援事業）

南丹市定住促進アクションプランにおいて、定住

促進施策の対象を生産年齢世代（特に子育て

世代）に絞り、効果的な定住促進施策を推進し

ます。若者定住に向けたプランの具現化に向

け、財政面などを考慮しながら制度設計を検討

します。

継続

定住・企画戦

略課

市内での永住又は5年以上にわたって居住する意思を持ち、満18歳未満の家族とともに転入

した転入者に対して南丹市Uターン者住宅購入・新改築支援商品券交付要綱に基づき商品券

を交付することにより、定住促進を図ります。また、U・Iターン者で、雇用されたときの年齢が40

歳未満の者で5年以上、本市から転出しない意思を示した者に対し、南丹市U・Iターン就職支

度商品券交付要綱に基づき商品券を交付することにより、定住促進を図ります。

30年度：転入者が転出者を上回る転入超過を目指す。

31年度：転入者が転出者を上回る転入超過状態

平成30年度　4/1～5/31まで転入者181人、

転出者101人

現在のところ、転入超過となっています。年

度末まで転入超過を維持していきます。

Ｂ

平成29年度の転入者1,254人、転出者1,363

人

転入超過となるよう、今後も定住促進を図り

ます。

⑫定住促進に向けた情報の発信

定住促進事業

（定住促進サポートセンター運

営事業）

若者の定住促進に向けて、ホームページや広報

紙などを活用し、住宅に関する情報やまちの情

報などを発信します。

また、平成26年度に若者の定住促進を目的とし

た若者向けのホームページやガイドブックを作

成し、情報発信をしていきます。また、集落の情

報をまとめた集落の教科書づくりを推奨します。

常に新たな情報が発信できるよう、情報などの

管理体制を整えます。

継続

定住・企画戦

略課

平成27年9月に定住促進の拠点施設として、旧五ヶ荘小学校内に設立した「南丹市定住促進

サポートセンター」を平成30年度から日吉支所内に移転し、定住促進につながる情報発信、移

住相談を実施しています。

また、南丹市定住促進サイト「nancla」から情報発信をします。

30年度：年間相談件数　200件

31年度：年間相談件数　200件

定住促進サポートセンターを運営し、移住

相談を実施しています。

平成30年度（4～5月）：相談件数　55件

　　　　　　　　　　　　　　登録件数　12戸

　　　　　　　　　　　　　　マッチング　 9件

南丹市定住促進ホームページ「nancla」によ

る情報発信を行い、充実を図っています。今

年度は4地区で集落の教科書など情報発信

ツールの作成を予定しています。

Ｂ

定住促進サポートセンターを運営し、移住

相談を実施しました。

平成29年度：相談件数　195件

　　　　　　　　登録件数　 51戸

　　　　　　　　マッチング　30件

南丹市定住促進ホームページ「nancla」によ

る情報発信を行い、充実を図っています。今

年度は1地区で集落の教科書を作成しまし

た。
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